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第
三
節
判
例
類
型
化
試
論

第
一
款
道
路
関
係

第
二
款
精
神
病
院
関
係

第
三
款
警
察
関
係

お
わ
り
に

(
l〉

は
じ
め
に

(
2〉

最
近
の
行
政
法
学
の
問
題
関
心
に
「
裁
判
事
実
の
定
型
化
と
定
型
的
決
定

(
3〉

内
容
か
ら
仮
説
的
命
題
を
構
成
す
る
」
と
い
う
方
法
論
的
自
覚
の
下
に
、
他

に
加
害
者
・
原
因
者
が
い
る
場
合
の
国
の
危
険
管
理
な
い
し
防
止
責
任
を
根

(
4〉

拠
と
す
る
不
作
為
賠
償
責
任
の
事
案
を
類
型
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
あ
(
5
)
 

る
。
た
と
え
ば
、
白
井
舷
菩
弁
護
士
は
「
国
の
不
作
為
と
国
家
賠
償
責
任
」

と
い
う
論
文
に
お
い
て
「
先
行
行
為
に
基
づ
く
作
為
義
務
」

害
が
国
民
の
生
命
・
健
康
に
関
係
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
か
っ
そ
の
被
害

が
、
行
政
側
の
監
督
の
傑
怠
に
よ
っ
て
不
可
避
的
に
発
生
し
た
場
合
」

「
発
生
し
た
損

務
員
が
管
理
者
ま
た
は
監
護
者
の
地
位
に
あ
り
、
か
つ
公
務
員
の
忠
実
義
務

の
要
件
か
ら
い
っ
て
、
当
該
公
務
員
が
作
為
に
出
る
こ
と
が
容
易
に
可
能
で

あ
る
場
合
」
と
い
っ
た
観
点
か
ら
国
の
不
作
為
賠
償
責
任
の
事
案
を
三
類
型

に
分
け
て
お
ら
れ
る
。

判
例
法
の
国
ア
メ
リ
カ
で
は
「
作
為
と
不
作
為
」
の
問
題
は
、

一九
O
八

年
に
ボ
ー
レ
ン

Q-
国
・
∞
c
r
rロ
〉
が
そ
の
論
文
「
吋
宮
冨

2
と
り

E
q
s

ハ
6
〉

OHrmHi回
出
回
出
回
国
田
町
O
町、
H
，O
3

円

Er--昨
可
」
に
お
い
て
「
コ
モ
ン
ロ
ー
に
貝
取

(
7〉

も
深
く
根
ざ
し
た
、
最
も
基
本
的
な
区
別
」
と
指
摘
し
て
以
来
、
論
述
の
対

(
8
)
 

象
と
さ
れ
て
お
り
、
〉
B
R片
山
口
戸
田
者
同
ロ
丘
町
E
P
H
N
2
S
Z
5
0
5
0同吋
2
F

(
9
)
 

日
ロ
仏
、
叶
O
同》戸口斗・ロロ片山内山印

ch
〉町内町

gaz巾
〉
円
円
山
O
ロ
(
呂
田
印
〉
の
項
で
は
、

ー「

公

作
為
義
務
の
根
拠
・
内
容
が
一
一
一
一
四
条
か
ら
三
一
一
四
条
の
一

O
条
に
わ
た
っ

て
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。
最
近
の
も
の
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
行
政
法

(
叩
〉

尚
子
・
民
事
法
学
・
マ
ス
コ
ミ
等
か
ら
注
目
を
浴
び
た

ωnrE∞
件
。
門
事
件
の
評

釈
者
が
、
不
作
為
賠
償
責
任
の
根
拠
と
い
う
観
点
か
ら
「
制
定
法
ま
た
は
条

例

S
S
Z芯
O
吋
宮

E
E宮
-AUEH件
。
同
)
」
「
特
別
の
関
係
(
∞
宮
口
曲
目
一

F
I

z
t
Dロ
叩
)
」
「
義
務
の
引
受
け
(
〉
g
z
g日比一
cロ
え
り
三
巴
」

「
先
行
す
る
危

険
な
行
為
包
片
山
2
ロ
g
m
2
0
5
(
U
S
E
n
H
)」
の
四
類
型
に
不
作
為
賠
償
責
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ハ
U
)

任
の
事
案
を
分
類
し
た
も
の
が
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
川
個
々
の
行
政
活
動
に
即
し
て
行
政

の
危
険
管
理
な
い
し
防
止
責
任
の
根
拠
を
み
て
い
く
こ
と
、
凶
事
実
の
抽
象

化
か
ら
仮
説
的
命
題
を
一
応
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
将
来
の
判
決
を
一
定

程
度
予
見
す
る
こ
と
、
を
目
標
と
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
お
け
る
不
作
為

賠
償
責
任
の
判
例
類
型
化
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
稿
が
特
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
は
州
に

ニューョ -!l州における不作為賠償責任 (1) 

よ
っ
て
著
し
く
そ
の
不
法
行
為
理
論
を
異
に
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
具
体
的

(ロ)

に
は
主
権
免
責
の
放
棄
の
範
囲
が
千
差
万
別
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
中
で
ニ

(
日
)

ュ
l
ヨ
ー
ク
州
は
主
権
免
責
を
制
定
法
に
よ
っ
て
全
面
的
に
廃
止
し
、
不
作

為
賠
償
責
任
の
事
案
が
あ
る
程
度
蓄
積
し
て
い
る
、
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て

い
る
。本

稿
は
、
第
一
章

州
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
の
不
法
行
為
責
任
の
展
開

不
作
為
賠
償
責
任
の
成
立
要
件

第
三
章

不
作
為
賠
償
責
任
類

第

章

型
化
試
論
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
本
稿
の
中
心
は
、
こ
の
う
ち
の
第
三
章

不
作
為
賠
償
責
任
類
型
化
試
論
に
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
第
一
、
二
章
を
加

え
た
理
由
は
、
第
一
章
に
つ
い
て
は
、
不
作
為
賠
償
責
任
の
類
型
化
を
な
す

に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
が
可
能
と
な
る
時
点
を
画
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う

ハ
M
)

こ
と
と
、
第
二
章
に
つ
い
て
は
、
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
お
け
る
作
為
と
不
作

〈日
v

為
の
位
置
づ
け
、
お
よ
び
、
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
お
け
る
「
義
務
情
況
(
口
口
々

(
は
山
)

2
2
5門
戸

C
ロ
〉
」
の
決
定
要
因
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
、
し

か
し
、
我
国
の
不
作
為
賠
償
責
任
の
成
立
要
件
に
関
す
る
議
論
が
「
不
作
為

が
不
法
行
為
と
な
る
た
め
に
は
、
違
法
性
と
い
う
点
か
ら
、
そ
の
前
提
と
し

(
げ
)

て
、
作
為
を
な
す
べ
き
義
務
が
あ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う

に
と
ど
ま
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
を
紹
介
す
る
こ
と
も
意
味
が
あ
る

と
考
え
た
こ
と
、
お
よ
び
、
第
三
章
に
お
け
る
判
例
分
析
の
視
点
を
設
定
す

円
四
)

る
た
め
に
も
こ
れ
を
紹
介
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。

以
上
の
検
討
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
成
果
に
も
と
づ
き
、
本
稿
は
最
終
的

に
、
次
の
結
論
を
提
出
す
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
お
い
て
は
、
結
果
型
の

(
凶
〉

不
作
為
賠
償
責
任
は
現
在
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
加
担
・
寄
与
型
の
不
作
為

(

m

u

(

幻
)

賠
償
責
任
の
み
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

〈

1
)
最
初
に
不
作
為
賠
償
責
任
の
概
念
・
特
色
・
意
義
を
明
確
に
し
て
お

く
の
が
便
宜
で
あ
ろ
う
。
行
政
の
不
法
行
為
責
任
は
、
加
害
の
態
様
と

い
う
観
点
か
ら
こ
れ
を
二
分
し
、
作
為
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
と
不
作

為
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
と
に
分
類
で
き
る
。
本
稿
が
対
象
と
す
る
の

は
、
こ
の
う
ち
、
不
作
為
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
で
あ
る
。
こ
の
不
作

為
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
は
、
そ
の
責
任
の
根
拠
が
、
危
険
管
理
責
任

|
行
政
の
対
象
た
る
社
会
に
存
在
す
る
危
険
を
社
会
管
理
機
能
で
あ
る

北法32(4・55)841
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行
政
が
防
止
す
る
(
遠
藤
博
也
「
宅
造
法
上
の
規
制
権
限
の
不
行
使
と

国
家
賠
償
責
任
」
(
『
昭
和
四
九
年
ジ
ュ
リ
ス
ト
重
要
判
例
解
説
』
・
一

九
七
五
)
四
一
一
貝
、
遠
藤
『
行
政
法
E
』
(
青
林
書
院
新
社
・
一
九
七

七
)
一
四
七
|
一
五
一
頁
)
に
あ
る
の
か
、
危
険
責
任
l
社
会
的
に
有

用
で
あ
る
行
政
活
動
に
内
在
す
る
危
険
が
顕
在
化
し
た
か
ら
社
会
全
体

が
負
担
す
る
(
今
村
成
和
『
国
家
補
償
法
』
(
有
斐
閣
・
一
九
六
九
)

九
六
頁
、
こ
の
今
村
説
に
つ
い
て
は
遠
藤
前
掲
判
例
解
説
四
一

頁
)
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
、
川
狭
義
の
不
作
為
賠
償
責
任

と
凶
広
義
の
不
作
為
賠
償
責
任
に
分
類
で
き
る
。

川
狭
義
の
不
作
為
賠
償
責
任
は
、
損
害
発
生
の
直
接
の
原
因
が
た
と

え
ば
、
野
犬
と
か
私
人
の
行
為
と
い
っ
た
行
政
行
為
と
は
別
の
事
実
に

よ
る
も
の
で
、
行
政
庁
が
規
制
権
限
の
行
使
あ
る
い
は
事
実
上
の
行
為

に
よ
っ
て
こ
れ
を
防
止
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
場
合
に
(
遠
藤
前
掲

判
例
解
説
四

O
頁
〉
結
果
回
避
措
置
を
講
じ
な
い
こ
と
ま
た
は
不
十

分
な
こ
と
を
理
由
に
生
じ
る
損
害
賠
償
責
任
で
あ
る
。
こ
の
狭
義
の
不

作
為
賠
償
責
任
か
ら
、
さ
ら
に
、
損
害
発
生
の
直
接
の
原
因
が
私
人
の

行
為
か
否
か
を
基
準
と
し
て
、
最
狭
義
の
不
作
為
賠
償
責
任
を
分
か
つ

こ
と
が
で
き
る
。
最
狭
義
の
不
作
為
賠
償
責
任
は
、
川
当
事
者
の
三
面

関
係
凶
保
護
者
と
し
て
の
行
政
凶
権
利
侵
害
の
概
念
の
変
容
の
一
一
一

点
に
、
狭
義
の
不
作
為
賠
償
責
任
は

ω悩
の
二
点
に
、
そ
の
特
色
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
川
当
事
者
の
三
面
関
係
と
い
う
の
は
、
従
来
の

国
家
賠
償
法
で
は
加
害
者
と
被
害
者
の
二
百
関
係
が
問
題
と
さ
れ
た
け

れ
ど
も
、
不
作
為
賠
償
責
任
で
は
そ
れ
に
加
え
て
行
政
が
登
場
し
、
当

事
者
の
コ
一
面
関
係
が
問
題
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
来
、
二
面

関
係
で
行
政
が
登
場
し
た
時
に
は
、
加
害
者
と
し
て
登
場
し
た
わ
け
で

あ
る
。
こ
の
コ
一
面
関
係
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
「
行
政
が
一
方
の
私

人
の
活
動
の
自
由
を
権
力
に
よ
っ
て
制
約
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
方

の
私
人
の
安
全
を
守
る
」
(
阿
部
泰
隆
「
行
政
の
危
険
防
止
責
任
(
下
)
」

弓
判
例
時
報
』
八
八
六
号
・
一
九
七
八
)
一
一
一
一

O
頁
〉
と
い
う
ご
方

の
利
益
と
他
方
の
不
利
益
と
の
聞
の
相
互
拘
束
性
が
あ
る
」
(
萩
野
聡

「
複
合
的
行
政
行
為
の
特
色
」
(
『
行
政
法
の
争
点
』
・
一
九
八

O
)
八

O
頁
)
。
山
保
護
者
と
し
て
の
行
政
と
い
う
の
は
、
こ
こ
に
お
い
て
行

政
は
も
は
や
加
害
者
と
し
て
登
場
す
る
の
で
は
な
く
て
、
被
害
者
の
保

護
者
と
し
て
登
場
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
川
山
権
利
侵
害
の
概
念
の

変
容
と
い
う
の
は
、
作
為
の
不
法
行
為
に
お
け
る
権
利
あ
る
い
は
利
益

の
積
極
的
侵
害
と
い
う
概
念
が
、
被
害
者
を
救
済
で
き
た
で
あ
ろ
う
作

為
義
務
を
尽
く
さ
な
い
、
す
な
わ
ち
「
義
務
の
相
関
的
概
念
と
し
て
の

権
利
あ
る
い
は
利
益
」
(
林
田
清
明
「
グ
リ
ー
ン
の
保
護
目
的
・
保
護

範
囲
論
」

Q
九
大
法
学
』
三
九
号
・
一
九
七
九
〉
一
二
二
頁
)
の
侵
害

の
概
念
に
変
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
特
色
を
有
す
る
不
作
為
賠
償
責
任
の
問
題
は
、
こ
れ

を
、
国
家
賠
償
法
上
に
現
わ
れ
た
行
政
法
体
系
の
「
権
限
の
体
系
か
ら

任
務
と
責
任
の
体
系
へ
の
変
化
」
(
遠
藤
「
経
済
法
と
現
代
行
政
法
」

Q
経
済
法
』
一
九
七
九
)
六

O
頁
)
、
「
自
由
国
家
か
ら
社
会
国
家
へ
の

移
行
に
と
も
な
う
す
ぐ
れ
て
現
代
的
特
質
」
(
原
田
尚
彦
『
行
政
責
任

弁
国
民
の
権
利
』
ハ
弘
文
堂
・
一
九
七
九
)
七
四
頁
注
〈
1
己
、
「
近
代

北法32(4・56)842



(1) 

行
政
法
の
法
構
造
に
か
か
わ
る
問
題
」
(
真
砂
泰
輔
「
環
境
保
全
と
自

治
体
の
行
政
責
任
」
(
『
杉
村
敏
正
先
生
還
暦
記
念
現
代
行
政
と
法
の

支
配
』
・
一
九
七
八
)
一
二
九

O
頁
注
(
一
九
己
と
位
置
づ
け
る
こ
と

が
可
能
で
あ
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
現
代
行
政
法
の
特
色
の
一
つ
に

数
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

山
広
義
の
不
作
為
賠
償
責
任
は
、
行
政
が
な
す
べ
き
こ
と
を
し
な
か

っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
賠
償
責
任
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
「
国
家
賠

償
法
二
条
の
公
の
営
造
物
の
設
置
・
管
理
の
隈
庇
、
す
な
わ
ち
安
全
良

好
な
状
態
に
保
つ
べ
き
義
務
を
果
た
さ
な
い
と
か
、
災
害
防
止
上
必
要

な
措
置
を
講
じ
な
い
こ
と
」
(
遠
藤
前
掲
判
例
解
説
四

O
頁
)
、
ま

に
、
違
法
な
積
極
的
行
為
〔
公
訴
の
提
起
・
維
持
)
を
撤
廃
す
る
行
為

(
公
訴
の
取
下
げ
)
を
し
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
適
法
な
行
為
を
し
な

い
こ
と
(
遠
藤
前
掲
判
例
解
説
四

O
頁
〉
も
含
ま
れ
る
。
本
稿
の

興
味
は
主
と
し
て
狭
義
の
不
作
為
賠
償
責
任
に
置
か
れ
て
い
る
け
れ
ど

も
、
対
象
と
し
て
は
広
義
の
そ
れ
を
も
含
め
て
い
る
。
不
作
為
賠
償
責

任
に
関
す
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
の
概
観
を
得
る
た
め
で
あ
る
。

な
お
、
危
険
責
任
|
打
撃
ミ
ス
・
打
撃
過
剰
な
ど
、
直
接
打
撃
型
に

よ
る
損
害
・
損
失
に
関
す
る
責
任

l
と
危
険
管
理
責
任
|
守
備
ミ
ス
に

よ
っ
て
生
じ
た
損
害
・
損
失
に
関
す
る
責
任
!
と
を
対
比
さ
せ
る
こ
と

に
よ
り
、
従
来
、
一
面
的
・
平
面
的
に
み
ら
れ
て
き
た
国
家
責
任
を
多

面
的
・
立
体
的
に
考
察
で
き
る
こ
と
、
特
に
、
後
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ

は
、
守
備
ミ
ス
の
前
提
と
な
る
べ
き
守
備
範
囲
の
議
論
を
通
じ
て
、
現

ニューヨーク州における不作為賠償責任

代
型
の
国
家
責
任
の
あ
り
方
に
光
を
与
え
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
『
国
家
補
償
法
上
巻
』
〈
青
林
書
院
新
社
・

一
九
八
一
〉
は
し
が
き
二
一
良
参
照
。

(

2

)

古
崎
慶
長
判
事
は
「
最
近
に
お
け
る
国
家
賠
償
法
の
裁
判
例
の
動
向

に
つ
い
て
」
(
『
公
法
研
究
』
四
二
号
・
一
九
八

0
・
一
九
二
頁
)
と
い

う
研
究
報
告
に
お
い
て
、
国
家
賠
償
法
の
運
用
の
時
期
を
ご
一
期
に
区
分

し
、
第
三
期
国
賠
法
の
運
用
拡
大
の
段
階
(
昭
和
田

O
年
後
半
か
ら
現

在
)
の
特
長
は
「
立
法
や
行
政
の
不
作
為
を
問
責
す
る
事
件
の
著
増
で

あ
る
」
(
但
し
、
こ
れ
自
体
は
国
賠
法
一
条
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
て
い

る
〉
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
関
係
で
、
一
九
七

O
年
の
ジ
ュ
リ
ス
ト

行
政
判
例
百
選
で
は
不
作
為
賠
償
責
任
の
問
題
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

な
い
け
れ
ど
も
、
一
九
七
六
年
の
行
政
判
例
百
選

E
で
は
「
不
作
為
に

基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
」
(
中
川
剛
)
、
一
九
八

O
年
の
ジ
ュ
リ
ス
ト
行

政
法
の
争
点
で
は
「
行
政
権
限
の
不
行
使
と
国
家
賠
償
」
(
下
山
茨
二
)

の
項
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
外
国
法
研
究
の
発
表
も
最
近
の
こ

と
に
属
す
る
。
た
と
え
ば
、
東
平
好
史
「
英
国
に
お
け
る
行
政
権
限
の

不
行
使
に
よ
る
損
害
の
賠
償
」
(
『
比
較
法
研
究
』
四
二
号
・
一
九
八

O
)
、
下
山
瑛
二
「
国
賠
法
一
条
一
項
を
め
ぐ
る
若
干
の
理
論
的
課
題

に
つ
い
て
さ
い
き
ん
の
論
議
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
今
村
成
和
教
授
退
官

記
念
公
法
と
経
済
法
の
諸
問
題
上
』
・
一
九
八
二
。
お
よ
び
、
危

険
責
任
と
危
険
管
理
責
任
と
い
う
二
つ
の
責
任
把
握
を
対
比
さ
せ
る
ア

プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
単
行
本
と
し
て
、
遠
藤
前
掲
豊
田
『
国
家
補
償

法
上
巻
』
が
あ
る
。

北法32(4・57)843



研究ノート

〈
3
)
川
裁
判
対
象
た
る
個
別
具
体
的
な
事
実
か
ら
「
抽
象
」
と
い
う
操
作

に
よ
っ
て
定
型
的
な
事
実
を
構
成
し
、
山
ま
た
当
該
の
裁
判
の
個
別
具

体
的
な
結
論
か
ら
も
「
抽
象
」
と
い
う
操
作
に
よ
っ
て
定
型
的
な
決
定

内
容
を
構
成
し
、
同
そ
の
上
で
、
定
型
的
決
定
内
容
と
い
う
結
論
に
と

っ
て
、
意
味
の
あ
る

(
B
-
2
8
?
5
2
q
E
C
前
提
と
し
て
の
定
型
的

事
実
を
選
び
出
し
て
一
つ
の
命
題
に
構
成
す
る
(
川
島
武
宜
「
判
例
研

究
の
方
法
」
(
『
科
学
と
し
て
の
法
律
学
』
・
一
九
六
四
・
所
収
)
二
一

六
頁
)
。
こ
の
よ
う
な
命
題
は
、
そ
の
後
の
裁
判
に
と
っ
て
の
規
準
に

な
る
と
い
う
意
味
を
言
い
あ
ら
わ
す
た
め
に
、
当
為
命
題
(
目
。
=
S
R
)

と
し
て
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
、
将
来
の
裁
判
の
法
則
性

公
認
己
白
同
町
ち
を
言
い
あ
ら
わ
す
た
め
に
、
仮
説
色
可
一
】
U
2
r
gぽ
)
と
し

て
言
語
的
に
構
成
す
る
こ
と
も
で
き
る
ハ
川
島
前
掲
害
二
二
ハ

二
一
七
頁
)
。
本
稿
は
後
者
を
仮
説
的
命
題
と
呼
ん
で
い
る
。
判
例
研
究

の
目
的
と
し
て
、
従
来
、
川
法
律
解
釈
の
具
体
的
内
容
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
判
決
の
「
理
論
」
の
当
否
を
検
討
す

る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
も
の
、
凶
現
実
に
裁
判
所
に
妥
当
し
て
い
る
|

あ
る
い
は
、
妥
当
し
た
|
裁
判
規
範
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
あ
る
い

は
さ
ら
に
進
ん
で
、
将
来
の
裁
判
を
予
見
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
も

の
、
が
あ
っ
た
(
川
島
前
掲
書
一
七
三
頁
)
。
不
作
為
賠
償
責
任

の
判
例
研
究
の
態
度
に
も
や
は
り
、
二
つ
の
異
な
る
方
向
が
あ
っ
て
、

前
者
の
方
向
を
と
っ
た
論
文
に
、
士
口
崎
慶
長
「
公
務
員
の
不
作
為
と
国

家
賠
償
法
一
条
の
責
任
」
(
民
商
七
八
臨
時
増
刊
『
法
と
権
利

(
4
〉』

.
一
九
七
八
)
、
後
者
の
方
向
を
と
っ
た
論
文
に
、
白
井
賠
喜
「
国
の
不

作
為
と
国
家
賠
償
責
任
」
斗
自
治
研
究
』
五
四
巻
九
号
・
一
九
七
八
)
、

阿
部
泰
隆
「
国
の
危
険
防
止
責
任
(
上
)
(
下
)
」
(
『
判
例
時
報
』
八
八

二
了
八
八
六
号
・
一
九
七
八
)
が
あ
る
。
木
稿
は
、
後
者
の
態
度
を
目

的
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
が
「
後
の
裁
判
の
裁
判
官
が
行
な

う
と
こ
ろ
の
先
例
的
裁
判
の
評
価
を
一
定
の
型
に
は
め
る
方
向
に
作
用

す
る
」
と
い
う
機
能
を
有
し
、
「
将
来
の
裁
判
が
裁
判
の
先
例
に
よ
っ
て

影
響
さ
れ
る
程
度
や
態
様
を
予
見
す
る
こ
と
が
容
易
に
な
る
」
と
い
う

有
効
性
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
川
島
前
掲
書
二
三
五
頁
。

(

4

)

遠
藤
前
掲
論
文
「
経
済
法
と
現
代
行
政
法
」
六
一
頁
の
表
現
。
ま

た
、
こ
の
責
任
の
性
格
お
よ
び
各
種
の
被
害
者
救
済
制
度
と
の
間
の
境

界
線
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

ハ

5γ
臼
井
前
掲
論
文
三
七
頁
以
下
。

(

6

)

印
白

d
-
H
ν

白・円、
.
H
N
虫、・
M
H
N

(
7
)
H
r広
-
M
3・
コ
モ
ン
ロ
ー
上
、
作
為
・
不
作
為
が
根
本
的
に
区
別
さ

れ
る
の
は
「
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
の
法
的
思
考
に
典
型
的
に
見
ら
れ

る
極
端
な
個
人
主
義
的
態
度
に
基
づ
い
て
い
る
」
へ

E
L・
M
M
O
、
当
円
、
.

H
J
S
Z♂
戸
同
唱
え
吋

R
F
台
}
M
(

当
。
2
・
3
3
γ

自
由
〉
と
さ
れ
る
。

貯
》
宮
内
ロ
に
よ
れ
ば
、
作
為
〈

E
ぇ
g窓
口
忠
)
と
不
作
為
(
ロ
o巳

g-

g
ロ
円
相
)
の
相
違
は
二
点
あ
り
、
そ
れ
は
「
行
為
の
性
格
(
ロ

E
S丘町
H

O
『

手ゆ

8
ロ
Eβ
ど
と
「
そ
の
結
果
実
る
損
害
の
性
質
(
ロ
田
2
5
0向

子。

ι
2巳
E
0
2
2止め
H
a
z
g
E
2
5ロ
円
。
手
2
2
0」
で
あ
る

と
す
る
。
前
者
は
、
原
告
の
地
位
ま
た
は
そ
の
状
況
を
悪
化
さ
せ
る

(
4
3
同E
c
h
o
も
の
か
ど
う
か
、
後
者
は
、
マ
イ
ナ
ス
価
値
・
積
極
的
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(1) 

損
失

(
B
Z
E
A
S
E
-
q
i
H
U
S
E
S
-
c自
)
を
与
え
る
の
か
、
プ
ラ
ス

価
値
〈

1
5
官
自
号
u
U

を
与
え
な
い
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
の
か
ど
う

か
、
が
基
準
と
さ
れ
る
。

H
W
O
E
S唱
。
甘
口
町
・

N
B
l
M
M
H
w
p
o
g
F

D
司・。
F
同

ωω
也

〔

8
)
不
作
為
賠
償
責
任
に
関
し
て
は
、
民
事
法
学
者
の
研
究
が
多
く
、
行

政
法
学
者
の
も
の
は
少
な
い
。
民
事
法
学
者
に
よ
る
も
の
と
し
て
は
、

た
と
え
ば
円
ぐ
出
回
号

R
E仏
司

-
Z・
関
口
出
少
子
四
ロ
ロ
ミ
ざ

わ
凸
ロ
ロ
o-
吾
凸
の
C口弘己
2
0向
。
p
m
g
-
A
ω
J
F
}巾
「
一
「
・
∞
∞
∞
〈
呂
ωCW

出
・
匂
・
宮
口
Z-on目
白
ロ
【
日
同
・
〈
・
叶
rc門口円。ロ
-KH『門戸
H
B
g
z
o
O
E
2
2
5

U
3・
E
J
E
o
F
-
H
-
H
M寸
旧
公
定
申
γ
の
〉
・
名
門
戸

m
F
Z
m
E間巾
5

2

〉円円
ω
D円。白山田回目。ロ
ωJHAF
の
田
口
∞
-mmdt・品白山
(HEH)v
司
EL『回目
gw

r
-
ω
8司
自
己
向
。
E
M可

E

Z
巾間-山田町ロ口刊の回目
mp
品斗

Zd司
-
d・円・

何回〈・

Jミ∞

(
H
8
3
が
あ
る
。
最
近
で
は
、
宮
・

ω・
ω
Y
8
0
に
よ
る

吋

Z
O
E
q
g
〉
♀

(
C
E〈・

0問、
H
a
p
-
H
S
3
が
刊
行
さ
れ

た
。
こ
の
本
は
、
著
者
自
身
に
よ
っ
て
、
素
人
向
き
の
も
の
で
、
ま

た
、
不
法
行
為
法
に
経
済
学
的
な
パ

l
ス
ベ
ク
テ
ィ
ブ
を
導
入
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

F
r
E
Lロロ
OL己ロ片山
D
P
H
t
r
一
九

六
0
年
代
の
初
頭
以
降
、
「
法
と
経
済
」
研
究
が
不
法
行
為
法
の
分
野

に
お
け
る
一
つ
の
大
き
な
潮
流
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

は
、
平
井
宜
雄
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
『
法
と
経
済
』
研
究
の
動
向
」

(
『
ア
メ
リ
カ
法
』
一
九
七
六
|
一
)
一
八
四
頁
、
小
林
秀
文
「

n
gお

の
定
理
と
の
包
与
HgF
の
事
故
法
理
論
」
(
『
法
学
志
林
』
七
三
巻
二

号
・
一
九
七
六
)
一
二

O
頁
。
ま
た
、
「
法
と
経
済
」
の
分
野
に
お
い

ニューヨーク州、lにおける不作為賠償責任

て
、
功
利
主
義
(
口
三
百
円
岡
田
区
ω
自
)
の
立
場

1
0・
の
と
与
5
2・H
P
K
F
・

MM082ー
と
そ
の
批
判
の
立
場
l
宮

〕

出

2
1円NLN・
Z
-
C異
常
・

0
・
Hν-E。
g
Z
Hー
が
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
冨
-

H
E
E
2
1
R
に
よ
っ
て
「
2
0者
。
2
2
2
5ロ
」
の
拾
頭
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
矢
崎
光
閤
「
現
代
ア
メ
リ
カ
法

理
論
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
」
(
『
加
藤
新
平
教
授
退
官
記
念
法
理
学

の
諸
問
題
』
・
一
九
七
六
)
二
七
八
|
二
八
四
頁
。
な
お
、
ア
メ
リ
カ

不
法
行
為
法
理
論
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
。
・
同
・
ぎ
Z
H
P
吋
O
江
戸
田
唱

同
ロ
〉
E
2
-
g
(
O
H
h
c三

C
E
4・
Hμ
円・

H
g
o
)
。

ア
メ
リ
カ
行
政
法
学
会
の
指
導
的
地
位
に
あ
る
関
わ
り

2
2
お

よ
び
円
、

F
・
』
出
向
『
白
の
こ
の
問
題
に
関
す
る
論
文
は
み
あ
た
ら
ず
(
他

の
行
政
法
学
者
も
同
様
)
、
教
科
書
に
よ
っ
て
そ
の
見
解
を
う
か
が
う

こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。

U
S
Z
(
一
九
五
八
年
に
刊
行
さ
れ
た

〉
L
B
E
E
S
C〈
O
F
m君
、
H，HO同
C
E
は
裁
判
官
や
行
政
担
当
者
に
き

わ
め
て
大
き
な
影
響
を
与
え
続
け
て
い
る
神
長
勲
「
公
法
学
の
動

向
」
(
『
法
律
時
報
』
五
二
巻
一
二
号
・
一
九
八

O
)
一
八
四
頁
)
は
、

〉
ι
B
5
2
5
a
g
F
2
ベ
お
由
江
田
巾
∞
(
巧

2
・同申印∞
γ
(
U
E宮
市
同
日
目

、H，Dえ

F
E
Z
-
H
q
D向
。
。
〈
白
B
E
g
s
-
C
E
Z
に

Z
C口問。
gmwロ
円
四
(
不

作
為
)
の
項
を
設
け
て
、
「
こ
の
問
題
は
非
常
に
興
味
深
い
」
ハ
号
包
・

色
日
)
と
す
る
評
価
を
与
え
て
お
り
、
不
作
為
の
定
義
は
「
原
告
を
救

済
し
た
で
あ
ろ
う
積
極
的
行
為
宮
町
内
町
E
R
Z
m
恒三日
0る
を
し
な
い
こ

と
」
(
〉
仏
B
E
a
s
z
g
ド
ヨ
司
吋

Z
F
ω
丘
(
巧
2
7
H
S
N
)
令
U
U

で

あ
る
。
不
作
為
賠
償
責
任
に
関
し
て
は
、
判
例
の
方
向
に
ほ
ぼ
賛
成
で

北法32(4・59)845
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あ
り
、
責
任
を
拡
大
し
す
ぎ
る
方
向
に
は
疑
問
を
感
じ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。

T
氏
。
(
行
政
法
に
関
す
る
数
多
く
の
す
ぐ
れ
た
論
文
に
よ
っ

て
、
日
本
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
行
政
法
研
究
者
の
闘
で
も
ひ
ろ
く
知
ら

れ
た
人
外
問
寛
「
著
書
紹
介

-
F
O
E
-
ω
F
T
ロ0
・
』
邑

5
と
の
C
ロB

口
c
-
c
h
〉

LEE-ω
円

5
5届
〉

2
5ロ
」
(
『
ア
メ
リ
カ
法
』
一
九
六
六
|

一
)
五
八
頁
)
は
、
不
作
為
賠
償
責
任
の
問
題
自
体
特
に
取
上
げ
て
い

な
い
し
、
ま
た
、
重
要
視
も
し
て
い
な
い

Q
E
Eと
の
C
5
5
-
え

〉
L
S
E
E
a
t
g
〉

2
F
C
E
(
E
2
7
y
出

5
司ロ
-
H
8
3
自
由
)
が
、

こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
特
定
の
義
務

令
官
2
r
n
E
q
)
が
課
せ
ら
れ
た
り
、
部
分
的
執
行
が
信
頼
を
生
じ

さ
せ
た
(
官

5
と
官
民
O
H
B
g
n
m
r
g
r
《ご
08]Fgnm)
ょ
う
た
事

例
を
除
き
、
一
般
的
根
拠
(
由
自
白
色
ゲ
出
回

ε
に
も
と
づ
き
賠
償
責
任

が
決
せ
ら
れ
る
場
合
は
立
法
の
ほ
う
が
す
ぐ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ま

た
、
一
般
的
な
ル

l
ル
を
定
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
領
域
に
お
い
て

は
、
裁
判
所
の
特
殊
化
の
権
限
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
」
(
E
L・
Mg)。

こ
の
よ
う
に
行
政
法
関
係
に
お
い
て
不
作
為
賠
償
責
任
の
問
題
が
あ
ま

り
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
政
府
の
不
法
行
為
責
任
法
の
分
野
に
お

い
て
は
比
較
的
最
近
ま
で
法
律
家
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
政
府
免
責
の
法
理

の
放
棄
と
い
う
テ
l

マ
に
そ
そ
が
れ
て
き
た
か
ら
(
岩
淵
正
紀
「
ア
メ

リ
カ
に
お
け
る
政
府
の
不
法
行
為
責
任
と
裁
量
免
責
の
法
理

(
4
・

完
〉
」
弓
判
例
時
報
』
七
七
九
号
・
}
九
七
五
〉
三
頁
)
で
あ
り
、
最

近
、
雄
川
一
郎
教
授
が
「
ア
メ
リ
カ
国
家
責
任
法
の
一
断
面
」
(
『
ア
メ

リ
カ
憲
法
の
現
代
的
展
開
2

・
統
治
構
造
・
一
九
七
八
)
と
題
し
て
、

中
一
権
免
責
を
主
題
と
し
、
「
以
上
に
眺
め
た
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
国
家
責

任
法
は
こ
れ
を
未
熟
・
未
整
備
な
も
の
と
見
る
こ
と
も
勿
論
可
能
で
あ

お
」
(
三
三
二
頁
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
関
係
で
理
解
で

き
る
。
本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
研
究
動
向
を
考
慮
に
入
れ
、
作
為
・

不
作
為
の
把
え
方
に
つ
い
て
は
民
事
法
に
学
び
、
判
例
の
所
在
に
つ
い

て
は
、

U
S
U
の
教
科
書
お
よ
び
サ
イ
テ
イ
タ
を
利
用
す
る
と
い
う
方

針
を
と
っ
た
。

(

9

)

以
下
、
「
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
」
と
し
て
引
用
す
る
。
不
作
為
賠
償

責
任
の
判
例
を
と
に
か
く
一
応
網
羅
的
に
類
型
化
し
た
も
の
は
、
り
ス

テ
イ
ト
メ
ン
ト
し
か
み
あ
た
ら
な
い
。
そ
の
た
め
以
下
の
叙
述
に
お
い

て
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
を
多
用
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
こ
で
そ
の

資
料
的
性
格
を
紹
介
す
る
。
「
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
、
ア
メ
リ
カ
の

判
例
法
を
条
文
の
形
式
で

H
a
g
g
(蒋
叙
〉
し
、
こ
れ
に
註
釈
と
例
を

付
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
州
の
判
例
の
聞
に
相
違
が
み
ら
れ
る

場
合
に
は
よ
り
合
理
的
と
思
わ
れ
る
準
則
を
採
用
し
た
り
、
判
例
の
理

論
に
拘
束
さ
れ
ず
、
同
じ
結
果
を
別
の
理
論
で
説
明
し
た
り
し
て
い
る

と
こ
ろ
も
あ
る
た
め
に
、
「
法
」
そ
の
も
の
と
は
い
え
な
い
。
と
は
い

え
、
一
流
の
法
律
家
の
討
議
を
経
た
上
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
米
国
に
お
い
て
も
高
い
尊
敬
を
受
け
て
い
る
し
、
判
例
中
に
も
し

ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
」
問
中
英
夫
他
『
外
国
法
の
調
べ
方
』
(
東
京
大

学
出
版
会
・
一
九
七
四
)
一
二
六

l
三
七
頁
、
板
寺
一
太
郎
『
法
学
文
献

の
調
べ
方
』
(
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
七
八
)
一
二
一
二
頁
。
吋
R
Z

の
り
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
つ
い
て
言
え
ば
、
知
名
D
Z
R
は
「
不
法
行

北法32(4・60)846



(1) 

為
法
の
権
威
」
(
平
井
宜
雄
『
損
害
賠
償
法
の
理
論
』
(
東
京
大
学
出
版

会
・
一
九
七
一
)
二
二
頁
)
で
あ
り
、
〉
仏
三
由
民
(
一
三
人
)
は
司
-

U
E
g
g
-
γ
・
(JF-m
ド
問
看

ωnrDOC-HN・
開
問
2
8ロ
(
戸
釦
司
∞
円
roc-

-h出
目
当
日
ι
d
E
J
E
H
ω
日々
γ
者
・
司
・
同
2
5ロ

(
d
E
d
z
a
q
o
h

吋
m
H
S
F
r
o
o
-
o同
E
4
4・
。
・
冨
C片岡山田

(
d
E
Z
E
q
o同
司
自
白
色
-

S
E
F
g
p
z
c
c・
4〈
・
〉

-
F
2
3
p
z
p
r
o
o
-
o同
国
3

E

C
巳
Z
Z
S
)
等
の
教
授
で
あ
る
。
本
稿
は
、
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
お
け
る
判
例
法
を
か
な
り
正
確
に

H
g
g
z
し
て

い
る
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。

(
叩
)
印
甲
山
・

J円
・
包
叶
P
H∞
o
z・-円・

ω
・日仏

M
8・
H
2
Z・開・

ML
印
官
公
坦

日∞
γ
F
P
H
S
F
O関
向

-

F
ュc岳
S
F
に
よ
る
と
、
下
級
審
の
判

例
評
釈
は
五
本
、
本
件
に
つ
い
て
は
三
三
本
あ
る
。
そ
の
う
ち
、

g

。。
-zs-F-
河
内
〈
・
品
∞
斗
公
也
印
由
一
)
噌

AHA悼
の
C門口出
-
-
F・
O-KRHj(]巴印市川)

が
特
に
参
考
に
な
っ
た
。

(
日
〉
印
由

(uq-EHFHEMN2・
品
∞
叶
咽
怠
H
l怠
由

(
H
S由)・

(
臼
)
一
九
五
四
年
の
時
点
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
州
の
主
権
免
責
の
範
囲

に
つ
い
て
は
同
・
〉
・
戸
目
白
白
門
田
ロ
仏
∞
-
開
・
阿
内
田
口
HHO耳目片岡・、
H，O】
3
H
A宮
-

z
z
q
o『
吾
叩

ω
Z同町田
-
M由
Z
・
J円
-
d
-
H
E
H
P
E
S
-
E
C斗
(
同
由

。
、
一
九
七
三
年
の
時
点
に
お
け
る
そ
れ
に
つ
い
て
は
「
の

5
3・

当
・
国
-
F骨

w-
同
〉
・
見
出
E-
開
・
当
・
、
H，roLP
。・

ω・
国
ω当
r
E
P

〉
・
肘
・

ω目印同
F
H・
ζ
・叶同
g
s
-
岳
町
戸
田
耳

C同
吋
0
2
P
M
D
L・日
ω∞

ハ
S
4
4〉
を
参
照
。
後
者
は

H
N
g
g
g
B
m
E
-
F
8ロ門戸、吋
CHZ
ゆ
詔
印

〉
由
HHMEMO(同，
S
S
H
E
-巾
ロ
S
F
冨
日
ロ
Y
S岨

3
3
)
に
依
拠
す
る
。

ニューヨーク州における不作為賠償責任

一
九
五
四
年
の
も
の
に
つ
い
て
は
わ
が
国
に
も
紹
介
が
あ
る
。
雄
川

前

掲

論

文

三

O
七
頁
注
(
1
1

(
刊
日

)(UCE同
件
。
向
。
-m-Bω
〉
己
申

HMl白

(H申
M叩
γ
ロ
04〈
白
包
∞
ロ
仏
町
内
山
宮

の
-cH片
由
同
門
い
-mwgω
〉
円
同
申
∞
-

(

H

)

ま
た
、
従
来
、
州
の
主
権
免
責
と
地
方
公
共
団
体
の
免
責
の
関
係
に

つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
た
め
、
合
わ
せ
て
紹
介
す
る
意
図
を

も
有
し
て
い
る
。
地
方
公
共
団
体
の
免
責
理
論
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て

桜
井
昭
平
「
ア
メ
リ
カ
地
方
公
共
団
体
の
不
法
行
為
責
任
」
(
『
明
治
大

学
法
制
研
究
所
紀
要
』
九
・
一
九
六
五
)
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
州
の
免

責
と
の
関
係
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
ア
メ
リ
カ
不
法
行
為
法

に
関
す
る
研
究
業
績
を
調
べ
る
手
が
か
り
と
し
て
、
士
口
崎
慶
長
『
国
家

賠
償
法
の
理
論
』
(
有
斐
閣
・
一
九
八

O
)
に
収
め
ら
れ
て
い
る
国
家

賠
償
法
文
献
総
目
録
、
法
律
時
報
五
二
巻
二
一
号
一
九
八

O
年
学
会
回

顧
・
行
政
法
、
田
中
英
夫
・
堀
部
政
男
一
編
『
英
米
法
研
究
文
献
目
録
・

一
八
六
七

l
一
九
七
五
』
(
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
七
七
)
お
よ
び

文
献
目
録
追
録
『
ア
メ
リ
カ
法
』
を
用
い
た
。

(
お
〉
望
月
礼
二
郎
「
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
構
造
付
」
(
『
法
学
』
一
三
ハ
巻
・

一
九
七
三
)
四
三
六
頁
に
位
置
づ
け
自
体
は
紹
介
が
あ
る
。
本
稿
の
第

二
章
は
こ
の
論
文
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

(
叩
山
)
望
月
前
掲
論
文
四
四
頁
注
(
印
)
に
の
5
2・ロロ
q
p
c
z。
s
z

2
0色町間巾ロロぬ

(
u
s
a・
日
∞
の
D
E
B・問、
.HNぬぐ・

HOωAF・
と

ωヨ
出
自
己
ロ
p

p
ゆ
り
c
q
o向
。
国
同
開
中
国

Z
仲
間
口
問
伸
ロ
ロ
何
日
開
巾
円
巾
ロ
H
q
何
凶
日

V
5回目

a

g--G
巴
α
B
E
E
-
E
冨
O
L
-
F・
悶
2
・品。
M-

の
二
論
文
の
指
摘
が

北法32(4・61)847
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あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
ば
、
先
に
注
(
叩
)
で
紹
介
し
た

ωロ
『
ロ
丘
町
門

事
件
の
評
釈
(
な
の

D
E
o
-
-
F
ρ
£
乙
は
、
こ
の
事
件
に
お
い
て

裁
判
官
は
ど
の
よ
う
な
政
策
的
要
因
を
考
慮
し
て
い
る
か
を
論
じ
た
も

の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
判
例
を
分
析
し
、
そ
の
要
因
を
指
摘
し
た
も
の

と
し
て
、
平
井
前
掲
書
四

O
一
二
四

O
四
頁
。

(
刊
μ

)

幾
代
通
『
不
法
行
為
』
(
筑
摩
書
房
・
一
九
七
七
)
一
九
二

O

頁。

(
凶
)
本
稿
が
判
例
を
読
む
時
の
基
本
的
態
度
は
、
「
裁
判
所
が
行
政
の
不

作
為
に
対
し
て
賠
償
責
任
を
課
す
」
と
い
う
事
実
は
裁
判
所
と
行
政
庁

の
政
策
判
断
の
対
立
と
し
て
把
え
ら
れ
る
と
す
る
こ
と
、
行
政
の
思
考

は
基
本
的
に
は
費
用
便
益
分
析
思
考
で
あ
り
、
裁
判
所
の
そ
れ
は
正

義
思
考
で
あ
る
と
す
る
こ
と
、
従
っ
て
、
判
例
を
一
定
程
度
予
見
し
よ

う
と
す
る
問
題
設
定
を
す
る
た
め
に
は
、
両
者
の
思
考
の
相
違
を
「
裁

判
所
が
考
慮
を
払
う
政
策
的
要
因
」
と
い
う
形
で
論
じ
る
必
要
が
あ
る

と
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
三
章
第
一
節
分
析
概
念
の
設
定
の

笛
所
で
論
じ
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
分
析
概
念
の
設
定
は
、
個
々
の

判
例
に
お
い
て
そ
れ
を
論
じ
る
と
い
う
形
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
判

例
に
お
け
る
重
要
事
実
は
何
か
、
と
い
う
形
に
解
消
さ
れ
る
。
そ
れ

は
、
第
一
に
、
わ
が
国
の
不
作
為
賠
償
責
任
に
関
す
る
研
究
動
向
に
か

ん
が
み
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
お
け
る
判
例
を
知
る
限
り
に
お
い
て

網
羅
的
に
取
上
げ
、
ど
の
よ
う
な
問
題
の
解
決
の
仕
方
を
採
用
し
て
い

る
の
か
を
紹
介
し
よ
う
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

(
叩
)
行
政
に
よ
る
結
果
回
避
措
置
が
事
実
上
不
可
能
あ
る
い
は
結
果
回
避

措
置
を
講
じ
た
と
し
て
も
事
故
の
発
生
は
不
可
避
で
あ
る
事
例
に
お
い

て
認
め
ら
れ
る
賠
償
責
任
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
事
例
に
お
い
て
賠
償

支
任
を
認
め
る
思
考
を
結
果
型
思
考
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
た
と
え
ば

「
結
果
と
し
て
損
害
が
発
生
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
実
は
行
政
庁
は
判

断
時
に
お
い
て
広
い
裁
量
の
絹
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
す

く
な
く
と
も
国
民
に
損
害
を
発
生
さ
せ
な
い
よ
う
に
そ
の
裁
量
を
行
使

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
」
(
磯
部
力
「
行
政
の
裁
量

的
権
限
の
不
行
使
と
国
家
賠
償
責
任
」
(
『
判
例
評
論
』
一
九
一
号
・
一

九
七
五
)
一
七
頁
)
と
い
う
論
理
を
用
い
る
思
考
で
あ
る
。

(
叩
)
事
故
の
発
生
に
対
す
る
行
政
の
加
担
・
寄
与
が
存
在
す
る
場
合
に
認

め
ら
れ
る
賠
償
責
任
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
賠
償
責
任

を
認
め
る
考
え
方
を
加
担
・
寄
与
型
思
考
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
た
と

え
ば
「
行
政
庁
の
責
任
を
認
め
る
た
め
に
は
、
行
政
庁
が
結
果
発
生
に

ど
の
程
度
加
功
・
荷
担
な
い
し
寄
与
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
か
」
(
遠
藤
前
掲
判
例
解
説
四
一
一
貝
)
と
す
る
思
考
方
法
で
あ

広
九

北法32(4・62)848

な
お
、
両
者
だ
け
で
は
割
り
切
る
こ
と
の
で
き
な
い
不
作
為
賠
償
責

任
の
事
例
、
す
な
わ
ち
「
行
政
庁
の
職
務
の
性
質
に
よ
っ
て
は
必
ず
し

も
積
極
的
な
加
功
な
い
し
寄
与
は
要
求
さ
れ
ず
、
知
り
つ
つ
放
置
す
る

だ
け
で
そ
の
責
任
を
認
め
る
に
十
分
な
場
合
が
あ
る
」
こ
と
に
つ
い
て

は
、
遠
藤
前
掲
判
例
解
説
四
一
官
具
。
本
稿
は
こ
の
賠
償
責
任
を

(
執
行
・
実
行
行
為
型
の
賠
償
責
任
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
れ

は
、
た
と
え
ば
、
行
政
過
程
を
大
ま
か
に
二
分
す
る
と
す
れ
ば
、
当
初



ニューヨーク州における不作為賠償責任 (1) 

の
基
本
的
な
政
策
判
断
と
そ
の
執
行
・
実
行
の
段
階
に
お
い
て
の
個
別

具
体
的
な
判
断
な
り
行
為
な
り
に
区
別
で
き
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の

後
者
の
場
合
に
認
め
ら
れ
る
賠
償
責
任
を
い
う
。

(
幻
)
こ
れ
を
次
の
よ
う
な
手
順
で
立
証
す
る
。
ま
ず
、
本
稿
の
い
う
結
果

型
の
不
作
為
賠
償
責
任
の
概
念
の
画
定
基
準
は
、
危
険
管
理
責
任
の
類

型
(
狭
義
の
不
作
為
賠
償
責
任
の
類
型
)
に
お
け
る
責
任
で
あ
る
こ

と
、
行
政
に
よ
る
義
務
の
引
受
け
の
事
実
が
な
い
事
例
に
お
け
る
責
任

で
あ
る
こ
と
、
行
政
に
よ
る
結
果
回
避
措
置
が
事
実
上
不
可
能
あ
る
い

は
結
果
回
避
措
置
を
講
じ
た
と
し
て
も
事
故
の
発
生
は
不
可
避
で
あ
る

事
案
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
責
任
で
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
以
上
を
基

準
と
す
る
と
、
本
稿
が
対
象
と
す
る
事
例

l
道
路
関
係
・
精
神
病
院
関

係
・
警
察
関
係
ー
の
う
ち
、
道
路
関
係
の
大
部
分
は
危
険
責
任
を
根
拠

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
精
神
病
院
関
係
は
契
約
の
締
結
と
い
う
義
務
の

引
受
け
の
事
実
が
あ
る
た
め
、
い
ず
れ
も
結
果
型
思
考
析
出
の
対
象
と

は
な
ら
な
い
。
そ
の
対
象
と
な
る
の
は
、
警
察
関
係
の
事
例
で
あ
る
。

こ
の
事
例
を
警
察
関
係
に
お
け
る
「
一
般
原
則
」
お
よ
び
「
例
外
」
と

い
う
枠
組
み
で
と
ら
え
て
、
責
任
の
認
め
ら
れ
る
「
例
外
」
の
事
例
は

加
担
・
寄
与
型
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
述
し
た
三
基
準
に
て
ら
し
て

立
証
す
る
。

な
お
、
本
稿
は
当
初
、
「
わ
が
国
に
お
い
て
も
ま
た
結
果
型
の
賠
償

責
任
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
、
お
よ
び
、
あ
る
べ
き
不
作

為
賠
償
責
任
の
基
準
設
定
」
と
い
う
テ
!
?
を
か
か
げ
て
い
た
が
、
「
法

と
経
済
」
に
関
す
る
理
解
が
J

不
十
分
な
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
テ

1
7
は

後
日
に
期
す
こ
と
と
し
た
。
た
だ
本
稿
と
し
て
は
、
最
近
出
版
さ
れ
た

藤
田
宙
靖
『
行
政
法

I
』
(
青
林
書
院
新
社
・
一
九
八

O
〉
三
四
五
頁

の
よ
う
な
考
え
方
、
す
な
わ
ち
「
不
作
為
賠
償
責
任
の
問
題
は
、
現
代

行
政
法
に
独
特
の
法
理
と
し
て
の
「
行
政
介
入
権
」
と
い
う
観
念
で
処

理
す
る
よ
り
も
、
損
害
の

μ
公
平
負
担
μ

H

負
担
調
整
μ

と
い
う
観
念

で
処
理
す
る
方
が
な
お
伝
統
的
理
論
に
な
じ
み
や
す
い
」
と
は
立
場
を

異
に
す
る
。
本
稿
と
し
て
は
、
損
害
の
公
平
負
担
と
い
っ
た
理
念
が
た

だ
ち
に
被
害
者
救
済
を
意
味
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
社
会
に
内
在

す
る
危
険
を
防
止
す
る
責
任
は
私
的
部
門
・
公
的
部
門
が
応
分
に
分
担

す
べ
き
だ
と
い
う
基
本
的
立
場
を
と
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
考
察
を
進

め
る
に
あ
た
っ
て
参
考
と
す
べ
き
考
え
方
は
、
八
最
安
価
事
故
費
用
回

避
者
(
口

Z
8
2円

8
己
自
己
品
目
。
〉
に
賠
償
責
任
を
課
す
こ
と
を
〕

つ
の
指
針
と
す
る
、
平
井
宜
雄
教
授
の
「
政
策
志
向
型
」
不
法
行
為
理

論
(
平
井
『
現
代
不
法
行
為
理
論
の
一
展
望
』
(
一
粒
社
・
一
九
八

O
U

第
四
章
「
法
政
策
学
」
の
構
想
と
「
政
策
志
向
型
」
不
法
行
為
理
論
)

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

第
一
章

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
お
よ
び
地
方
公
共
団

体
の
不
法
行
為
責
任
の
展
開

北法32(4・63)849

本
章
の
目
的
は
、
不
作
為
賠
償
責
任
成
立
の
障
害
と
な
っ
た
諸
理
論
の
生
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成
・
展
開
・
消
滅
の
過
程
を
判
例
に
即
し
て
叙
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
作

為
賠
償
責
任
の
判
例
類
型
化
が
可
能
と
な
る
時
点
を
画
定
す
る
こ
と
、
で
あ

る
。
地
方
公
共
団
体
の
不
法
行
為
責
任
の
展
開
過
程
を
叙
述
す
る
視
点
と
し

て
、
そ
れ
は
被
害
者
の
権
利
が
拡
大
さ
れ
る
過
程
で
あ
っ
た
と
す
る
も
の
と

そ
の
よ
う
な
一
元
的
な
権
利
拡
大
過
程
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
も
の
が
あ

(

1

)

(

2

)

 

る
。
本
稿
は
後
者
の
見
解
に
基
づ
い
て
い
る
。
以
下
、
ま
ず
、
州
お
よ
び
地

方
公
共
団
体
の
そ
れ
ぞ
れ
の
免
責
の
理
論
的
基
礎
を
説
明
し
、
つ
い
で
、
第

一
期
、
統
治
的
作
用
|
財
政
的
作
用
の
法
理
の
生
成
か
ら
確
立

第
二
期
、

一
九
二
九
年
請
求
裁
判
所
法
(
の
2
2
0向
。
巳
自
由
〉
え
)
一
一
一
条

a
項
の

第
三
期
、
作
為
|

制
定
か
ら
統
治
的
作
用

l
財
政
的
作
用
の
法
理
の
消
滅

不
作
為
の
法
理
の
生
成
か
ら
消
滅
に
区
分
し
て
、
不
法
行
為
責
任
の
展
開
を

概
観
す
る
。第

一
節

州
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
の
不
法
行
為
責
任

免
責
の
理
論
的
基
礎

ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
州
の
免
責
は
主
権
国
家
の
無
責
任
の
観
念
を
基

礎
に
し
て
お
り
、
公
法
・
私
法
の
分
離
を
前
提
と
す
る
大
陸
法
の
、
た
と
え

ば
私
人
と
し
て
の
国
家
の
理
論
・
権
力
作
用
と
管
理
作
用
の
区
別
の
理
論
は

ハ
3
)

州
の
責
任
法
理
を
形
成
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

従
っ
て
、
統
治
的
作

用
ー
財
政
的
作
用
の
法
理
が
採
用
さ
れ
た
の
は
、
も
つ
ば
ら
、
地
方
公
共
団

体
に
関
し
て
で
あ
る
。

「
主
権
者
は
そ
の
承
諾
な
く
し
て
訴
え
ら
れ
な
い
」
と
い
う
主
権
免
責

(ω2mps-mロ
H
S
E
E
-
q
)
の
法
理
が
州
の
免
責
の
理
論
的
基
礎
で
あ
る
。

ハ
4
〉

こ
の
法
理
は
種
々
の
理
由
づ
け
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
全
土
に
定
着
し

た
が
、
初
め
て
そ
の
理
論
的
基
礎
づ
け
を
与
え
た
の
は
ホ
ー
ム
ズ
判
事
(
。
・

(
5
)
 

者
-
E
D
E
F
H
F
)
の
判
決
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ホ
ー
ム
ズ
判
事

は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
法
を
創
る
権
威
は
法
の
上
位
に
あ
っ
て
、
そ
れ

が
他
の
者
に
適
用
す
る
と
こ
ろ
の
ル
l
ル
を
自
身
に
適
用
す
る
こ
と
を
承
諾
(
6
)
 

す
る
に
し
て
も
、
そ
の
承
諾
は
自
由
で
あ
り
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

な
ぜ
な
ら
ば
「
権
利
が
根
拠
と
す
る
と
こ
ろ
の
法
を
創
造
す
る
権
威
に
対
立

(
7〉

す
る
よ
う
な
法
的
権
利
は
存
立
し
得
ず
」

「
そ
の
意
思
を
遂
行
す
る
た
め
に

合
衆
国
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
機
関
が
:
・
・
か
り
に
も
そ
の
意
思
に
反
す
る

(
8〉

よ
う
な
何
ら
か
の
強
制
を
引
受
け
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
か
ら
で
あ

(
9
)
 

り
、
従
っ
て
、
「
主
権
者
は
訴
訟
か
ら
免
責
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
「
そ
こ
で

は
、
法
は
主
権
者
の
命
令
と
考
え
ら
れ
、
故
に
主
権
者
た
る
立
法
権
は
法
に

よ
っ
て
拘
束
さ
れ
ず
法
的
な
権
利
義
務
の
主
体
た
り
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な

北法32(4・64)850



主
権
者
と
国
と
が
同
義
と
さ
れ
、
従
っ
て
閉
闘
が
正
し
さ
〈
丘
四

r
g
g団
〉
の
テ

ス
ト
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
国
家
の
行
為
は
常
に
法
的
に
は
正
し
い
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
国
家
即
ち
政
府
は
悪
を
な
し
得
な
い
こ
と
に

(
日
)

な
り
、
悪
が
な
さ
れ
た
と
す
れ
ば
そ
れ
は
行
為
者
の
悪
で
あ
る
」
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
説
明
は
、
主
権
免
責
が
妥
当
し
て
い
た
時
期
の
次

の
よ
う
な
図
式
、
す
な
わ
ち
「
国
・
政
府
・
公
務
員
・
被
害
者
の
四
当
事
者

間
に
あ
っ
て
、
国
と
政
府
は
法
律
上
同
一
主
体
と
し
て
現
わ
れ
、
そ
れ
は
独

自
の
国
家
規
範
に
則
り
社
会
規
範
の
上
に
超
然
と
し
て
い
る
。

S
H
Z
は
社

ニューヨークチHにおける不作為賠償責任(1)

会
規
範
の
内
部
に
お
い
て
公
務
員
と
被
害
者
の
二
当
事
者
間
で
結
着
が
つ
け

(
H
V
 

ら
れ
る
」
に
合
致
す
る
。
こ
の
よ
う
な
論
理
を
内
包
し
た
州
の
不
法
行
為
免

責
の
法
理
が
克
服
さ
れ
る
た
め
に
は
、
川
州
が
不
法
行
為
責
任
を
負
う
こ
と

を
法
律
を
も
っ
て
承
諾
す
る
こ
と
凶
州
と
州
政
府
を
区
別
し
、
州
自
体
は

不
法
行
為
責
任
を
負
わ
な
い
け
れ
ど
も
政
府
は
負
う
と
い
う
判
例
法
を
展
開

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
責
任
の
内
容
と
し
て
は

ω私
人
と
同
じ
社

会
規
範
に
服
す
る
と
す
る
こ
と

ω特
別
の
規
範
に
服
す
る
と
す
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
川
は
、
こ
の
よ
う
な
選
択
の
可
能
性
の
中(ロ)

か
ら
凶
川
を
選
択
し
た
。
か
く
し
て
、
州
と
公
務
員
の
間
に
は
使
用
者
責
任

の
法
理
を
適
用
し
、
被
害
者
が
い
ず
れ
に
対
し
て
も
損
害
賠
償
を
請
求
で
き

ハロ)

る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。

地
方
公
共
団
体
の
免
責
の
理
論
的
基
礎
は
「
財
政
的
作
用
に
つ
い
て
は

賠
償
責
任
を
負
う
け
れ
ど
も
統
治
的
作
用
に
つ
い
て
は
負
わ
な
い
」
と
い
う

の統
法治
理的
で立作
あ〉用
る|
。財

ロ政
イ的
ド作
〈用
巧(
α司
C 

t可〈
It> 

r< 8 
Q: S 
-::=i- ('t 

G a 
m 

は J
γ 同

o 
のヨ
法 E
4坐?白

f ~ 
次 E
の日
よ C.
う言

定
式
化
す
る
。

「
地
方
公
共
団
体
は
、
二
個
の
作
用
を
遂
行
し
て
い
る
。

つ
は
、
地
方
公
共
団
体
が
一
般
公
衆
に
対
し
て
州
が
負
っ
て
い
る
義
務
を
遂

行
す
る
も
の
で
あ
り
、
地
方
公
共
団
体
が
州
の
政
治
的
下
部
機
関
守
島

28-

田口

Ez--oロ
c
h
E
2
0〉
と
し
て
行
動
す
る
「
統
治
的

Q
D
Z
E
g
g
s
-
)」

と
か
「
公
的
な
守
己
宮
山
口
)
」
と
表
現
さ
れ
る
作
用
、

も
う
一
つ
は
、

公
衆
が
そ
の
活
動
か
ら
共
通
の
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
地

方
公
共
団
体
が
第
一
義
的
に
は
そ
の
住
民
の
利
益
を
目
ざ
し
て
活
動
し
て
い

る
「
財
政
的

Q
B官
E
m
q〉
」
と
か
「
私
的
な

QH-sz)」
と
表
現
さ

れ
る
作
用
、
で
あ
る
。
統
治
的
作
用
に
関
わ
る
地
方
公
共
団
体
の
代
理
人

ハ
ω常
国
同
〉
ま
た
は
被
傭
者
(
向
日
司
]
0
1
6
に
よ
っ
て
不
法
行
為
が
行
な
わ
れ

た
時
、
地
方
公
共
団
体
は
賠
償
責
任
を
免
責
さ
れ
る
。
財
政
的
作
用
に
関
連

(
日
)

し
て
不
法
行
為
が
行
な
わ
れ
た
時
、
地
方
公
共
団
体
は
賠
償
責
任
を
負
う
。
」

凶

以
上
が
州
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
の
賠
償
責
任
免
責
の
理
論
的
基
礎
で 般

北法32(4・65)851
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あ
る
。
次
に
、
両
者
の
関
係
を
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
二

個
の
論
理
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
不
法
行
為
法
の
展
開
過
程
に
お
い
て
も

実
際
上
、
こ
の
二
伺
の
論
理
が
現
わ
れ
て
く
る
。
す
な
わ
ち

一
つ
は
、
統

治
的
作
用
の
遂
行
に
か
か
わ
る
地
方
公
共
団
体
の
職
員

(
O
E
B
H
)
も
し
く

は
被
傭
者
(
巾
B
1
0
3
4
は
地
方
公
共
団
体
に
傭
わ
れ
て
給
料
の
支
払
い
を

受
け
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
実
際
上
、
地
方
公
共
団
体
の
代
理
人
公

m
g
c

で
は
な
く
て
州
の
代
理
人
公
m
o
E〉
で
あ
る
。
従
っ
て
、
使
用
者
責
任
の
ル

ー
ル
に
よ
っ
て
地
方
公
共
団
体
に
責
任
は
生
じ
な
い
と
す
る
論
理
で
あ
り
、

も
う
一
つ
は
、
地
方
公
共
団
体
の
免
責
は
州
の
派
生
的
免
責
♀
2
守
丘
町
。

ハ
山
山
)

即
日
自
己
ロ

5
刊
)
で
あ
る
と
す
る
論
理
で
あ
る
。
統
治
的
作
用
財
政
的
作
用

(
口
)

の
法
理
を
最
終
的
に
廃
止
し
た
と
さ
れ
て
い
る
∞
R
E
E
E
J
N
-
c
q
え

Z
・

J
F
M
E
Z・ペ・

ω
2・
B

Z
・
開
・
日
仏
白
O
A
T
H
S
〉
-HEHN・8
h
H
(
H
E印)

で
は
、
後
者
の
考
え
方
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
「
こ
れ
ま
で
、
こ
れ
ら
の
統

治
団
体
(
郡
・
州
・
市
お
よ
び
町
)
が
享
受
し
て
き
た
法
律
上
の
無
責
任
は

州
が
有
し
て
い
た
責
任
免
責
の
拡
張
に
す
ぎ
な
い
。
自
己
の
主
権
免
責
を
州

(
凶
〉

が
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
拡
張
は
当
然
に
終
結
す
る
o
」

以
上
の
よ
う
な
免
責
の
構
造
を
前
提
と
し
て
、
州
お
よ
び
地
方
公
共
団
体

の
不
法
行
為
責
任
の
展
開
過
程
を
追
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

第
二
節

不
法
行
為
責
任
の
展
開

第

期

統
治
的
作
用
l
財
政
的
作
用
の
法
理
の
生
成
か
ら
確
立

こ
〉
」
で
は
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
統
治
的
作
用
|
財
政
的
作
用
の
法

理
が
回
同

-ru『
ぐ
・
吋
宮
沼
恒
百
円
。
同

Z
J円
-wω
出回=・印
ωH
・
∞
∞
〉
B
・
0
2・

m
g
(
Z・
J円・

ωロ也・

(
U
?
H
E
N
)
に
お
い
て
発
生
し
、

y
p
H
即
日
岳
山
口
〈
-Z-

ペ
-
-
B
Z・J
円・

5
0
0∞
斗
印
〉
に
お
い
て
確
立
し
た
こ
と
を
説
明
す
る
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
お
い
て
は
、
統
治
的
作
用
|
財
政
的
作
用
の
法
理
が

生
ま
れ
る
以
前
に
は
、
た
と
え
ば

F
D
u
r
〈
〉

-zaLH項
目
包
印

3
・

M

斗
〉
5
・
umn-
出

(
Z・J
円・同∞
ωCu
呂田同
C
ロ
〈
呂
田
百
円
。
『

P
G
C
E
U
B
-

H出口
-
E印
(
Z・
J円
-
H
Eむ
と
い
っ
た
事
例
に
お
い
て
は
、
統
治
的
作
用

-
財
政
的
作
用
の
区
別
を
す
る
こ
と
な
く
地
方
公
共
団
体
に
賠
償
責
任
を
負

(
川
口
)

担
さ
せ
て
い
た
。
こ
の
法
理
が
初
め
て
判
例
に
現
わ
れ
る
の
は
回
白
口
々
事
件

(
叩
山
〉

で
あ
る
。
本
件
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
給
水
委
員
会
(
唱
田
仲
良

8
B
B
5
5ロ
)

が
設
置
し
た
ダ
ム
が
崩
れ
て
原
告
に
財
産
損
害
を
与
え
た
事
件
で
あ
る
。
市

の
賠
償
責
任
を
認
め
て

z
m
-
Sロ
主
席
判
事
が
法
廷
意
見
を
述
べ
る
。
「
か

り
に
〈
権
限
が

l
注
)
も
つ
ば
ら
公
共
目
的
の
た
め
に
付
与
さ
れ
た
と
す
る

な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
公
共
的
・
政
治
的
ま
た
は
自
治
体
の
性
格
を
有
す
る
団

北法32(4・66)852



体
ハ
8
G
C
E
z
r
a三
口
凶
仲
間
同
百
三
円
口
-
H
E
E
E
-
2
5
5
5
eと
各
国
岡
田
口
仲
間
同
)

に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
権
限
の
付
与
が
私
益
・
報
酬
守
口

g
z

包
話
口
g
m
0・
0
5
C
E
S
S
C
の
目
的
で
な
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
公
衆
が

そ
こ
か
ら
共
通
の
利
益
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
の
団
体

〔
幻
)

は
こ
の
点
に
関
し
て
は
(
吉
田
仏

Z
G
私
企
業
と
み
な
さ
れ
る
。
」
本
件
は
、

第
一
に
、
州
知
事
と
議
会
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
市
の
監
督
・
罷
免
権
に
服
し

な
い
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
給
水
委
員
会
は
市
の
代
理
人
か
ど
う
か
問
題
と
さ
れ
た

事
件
で
、
市
の
代
理
人
で
あ
る
こ
と
が
確
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第

ニ
に
、
財
産
の
所
有
者
ま
た
は
保
有
者
と
し
て
私
的
性
格
を
有
す
る
地
方
公

ニューヨークナ'"における不作為賠償責任 (1) 

共
団
体
は
個
人
と
同
様
責
任
を
有
す
る
と
判
示
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
こ
と
、

を
考
え
る
と
統
治
的
作
用

l
財
政
的
作
用
の
法
理
を
確
立
し
た
判
例
と
は
い

(n) 

え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
そ
の
後
の
判
決
、
た
と
え
ば
者
ニ

g
ロ

2

U

(

H
∞
品
印

γ

∞C開
]
何
回
口
門
同

〈

-z.JF-
ロ
⑦
自
0
・
巴
印
・
品
目
〉
5
・
ロ
2
・

〈

-zeJ円
-Lω
自
己
-
M叶

(
2・M
1
・
H
Eご
・
ロ
巳
E
C
E
S
〈・

Z-
ペ
-L
∞出口丘・

日
M

M

(

Z

J
円

-
H
E
e
等
一
連
の
事
件
で
は
こ
の
二
つ
の
作
用
の
区
別
は
な

さ
れ
て
お
ら
ず
、
区
別
を
認
め
た
巴
D
E
タ

Z
・
J
?
印
Z-
ペ
-ug
公
自
己

に
お
い
て
も
結
局
市
は
財
政
的
作
用
を
遂
行
し
て
い
る
と
し
て
賠
償
責
任
を

(mω
〉

認
め
て
い
る
。

統
治
的
作
用
に
つ
い
て
地
方
公
共
団
体
の
免
責
を
認
め
、
統
治
的
作
用

l

(
倒
的
)

財
政
的
作
用
の
法
理
を
確
立
し
た
の
は
呂
田
H
F
S巳

g
事
件
で
あ
る
。
本
件

は
、
施
療
お
よ
び
感
化
院
委
員
会

(
8
5
5
5芯
口
四
円
三
回
V
E
E
H
n
n
E
2
5

S
L
n
D口
忠
告
ロ
ω

)

の
職
員
が
運
転
す
る
救
急
車
が
人
を
ひ
き
殺
し
た
事
例

で
あ
る
。
次
の
よ
う
に
判
示
さ
れ
た
。
「
地
方
公
共
団
体
に
課
せ
ら
れ
て
い

る
二
種
類
の
職
務
官

E
5
)
が
あ
る
。
一
方
は
地
方
公
共
団
体
が
法
人

。
。
聞
と

E
L
E
E由
。
と
し
て
行
な
う
も
の
で
あ
り
、
他
方
は
そ
れ
が
主
権

者
と
し
て
使
用
す
る
一
般
法
上
の
政
治
的
権
利
の
行
使
か
ら
生
じ
る
か
あ
る

い
は
推
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
の
権
限
は
私
的
な
も
の
で
あ
り
、
私

的
な
目
的
の
た
め
に
行
使
さ
れ
る
。
後
者
の
権
限
は
公
的
な
も
の
で
あ
り
、

公
的
な
目
的
の
た
め
に
行
使
さ
れ
る
。
前
者
の
権
限
は
州
の
政
治
的
下
部
機

関
と
し
て
の
地
方
公
共
団
体
が
所
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
後
者

の
権
限
は
そ
れ
に
あ
た
る
。
前
者
の
権
限
の
行
使
の
際
に
は
、
権
限
の
受
諾

と
行
使
が
内
包
す
る
と
こ
ろ
の
公
衆
に
対
す
る
義
務
の
下
に
あ
っ
て
地
方
公

共
団
体
は
私
法
人
と
同
一
視
さ
れ
、
そ
の
権
限
を
十
分
に
行
使
し
な
い
と

か
、
そ
れ
を
誤
っ
て
使
用
し
て
損
害
を
与
え
た
こ
と
に
つ
い
て
責
任
を
負

う
。
し
か
し
、
権
限
が
州
の
下
部
機
関
と
し
て
の
そ
れ
に
委
託
さ
れ
て
‘
地

方
公
共
団
体
の
直
接
の
利
益
の
た
め
に
与
え
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
す
べ
て

の
市
民
の
利
益
の
た
め
に
主
権
行
使
の
手
段
と
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
場
合
は
、
地
方
公
共
団
体
は
公
務
員
の
そ
の
不
使
用
や
誤
用
に
関
し
て
責

北法32(4・67)853
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任
を
負
わ
な
い
。
地
方
公
共
団
体
に
課
せ
ら
れ
た
職
務
が
後
者
の
性
格
を
有

す
る
も
の
で
あ
る
場
合
、
そ
れ
ら
は
通
常
、
執
行
機
関
の
い
く
つ
か
の
指
名

を
通
じ
て
統
治
的
作
用
の
執
行
の
便
宜
的
な
形
式
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る

権
限
に
よ
っ
て
地
方
公
共
団
体
が
任
命
す
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
な
お
、
公
衆

一
般
の
職
員
従
っ
て
公
衆
一
般
の
奉
仕
者
会

E
B
F
S
L
Zロ
8

P出

回
目

2
2
2・
0
同

門

ro
吉
宮
山
口
忠

Z
H
m
m〉

に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
。
彼
ら

は
、
す
べ
て
の
市
民
の
利
益
の
た
め
に
諸
権
限
を
有
し
、
行
使
す
る
の
で
あ

っ
て
、
法
人
と
し
て
そ
の
行
使
か
ら
何
ら
の
利
益
を
も
得
る
こ
と
の
な
い
地

方
公
共
団
体
の
監
督
に
は
服
し
な
い
。
彼
ら
は
そ
の
時
地
方
公
共
団
体
の
代

理
人
・
奉
仕
者
で
は
な
く
公
衆
一
般
の
代
浬
人
・
奉
仕
者
な
の
で
あ
っ
て

地
方
公
共
団
体
は
彼
ら
の
作
為
・
不
作
為
に
つ
い
て
、
ま
た
、
彼
ら
が
任
命

し
た
下
級
機
関
の
作
為
・
不
作
為
に
つ
い
て
も
責
任
を
負
わ
な
い
。

て
、
地
方
公
共
団
体
が
私
的
利
益
を
持
た
ず
、
法
人
と
し
て
何
ら
の
特
別
の

利
益
ま
た
は
利
潤
を
引
き
出
す
こ
と
の
な
い
公
的
サ
ー
ビ
ス
の
遂
行
の
た
め

の
職
員
を
立
法
府
の
法
律
に
従
っ
て
選
任
ま
た
は
任
命
す
る
場
合
、
そ
の
よ

う
な
職
員
は
誤
り
ま
た
は
技
術
の
欠
如
の
責
任
が
課
せ
ら
れ
る
地
方
公
共
団

体
の
奉
仕
者
も
し
く
は
代
理
人
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
住

民
ま
た
は
コ
ミ
ュ

I
ニ
テ
ィ
の
一
般
的
福
祉
の
た
め
に
法
に
よ
っ
て
課
せ
ら

れ
た
義
務
の
履
行
と
し
て
、
彼
を
任
命
あ
る
い
は
選
任
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

彼
は
訟
に
よ
っ
て
選
任
権
を
付
与
さ
れ
た
機
関
と
し
て
の
そ
れ
(
地
方
公
共

団
体
1
1
注
〉
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
た
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
選
任
さ
れ
て
そ

の
権
限
が
果
た
さ
れ
て
し
ま
っ
た
時
に
は
、
彼
は
そ
の
代
理
人
で
は
な
く
、

公
衆
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
公
衆
の
諸
目
的
の
た
め
に
選
任
さ
れ
た
公
衆
の

代
理
人
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
被
告
が
所
有
し
て
い
た
救
急
車
の
運
転
手

は
、
そ
の
過
失
に
対
し
て
地
方
公
共
団
体
が
責
任
を
負
う
奉
仕
者
ま
た
は
奉

(
お
)

仕
者
の
下
に
あ
る
の
で
は
な
い
よ
本
件
の
重
要
性
は
、
統
治
的
作
用
|
財
政

的
作
用
の
法
理
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
の
理
論
的
畑
山
拠

を
使
用
者
責
任
の
法
理
に
求
め
た
こ
と
‘
す
な
わ
ち
統
治
的
作
用
を
遂
行
す

る
職
員
は
地
方
公
共
団
体
の
奉
仕
者
で
は
な
く
て
公
衆
の
奉
仕
者
ハ
従
つ

て
、
お
そ
ら
く
州
の
奉
仕
者
)
と
し
た
こ
と
、
で
あ
る
。

そ

し

以
上
の
よ
う
な

ζ
白
色

5
5
8
事
件
の
判
旨
は
、
以
後
「
儀
式
的
な
正

(
お
)

確
さ
で
繰
り
返
さ
れ
ド
グ
マ
の
神
聖
さ
」
を
獲
得
す
る
。
こ
の
法
理
が
廃
止

さ
れ
る
た
め
に
は
、

一
八
九
七
年
の
民
事
手
続
法
典

(わ
D《
凶
巾

O
同
わ
ぞ
一
日

同
》
円

cno《
r
H
O〉

一
九
二

O
年
の
請
求
裁
判
所
法
合

2
2
0
{

二
六
四
条
、

(UEB凶
ー
〉
♀
)
一
二
条
を
経
て
、

一
九
二
九
年
の
請
求
裁
判
所
法
活

2
1

え
の
]
己
目
ω
〉

nc

(
幻
)

な
ら
た
か
っ
た
。

一
一
一
条

a
項
の
制
定
と
い
う
立
法
的
解
決
を
待
た
ね
ば

北法32(4・68)854



第
二
期

一
九
二
九
年
請
求
裁
判
所
法
二
一
条

a
項
の
制
定
か
ら
統
治
的

作
用

i
財
政
的
作
用
の
法
理
の
廃
止

一
九
二
九
年
請
求
裁
判
所
法
二
一
条

a
項
の
制
定
に
よ
っ
て

主
権
免
責
の
法
理
が
州
の
段
階
に
お
い
て
放
棄
さ
れ
、
州
の
賠
償
責
任
が

」
こ
で
は

』
田
口

r
gロ〈・
ω
Z
5
0同
Z
・
J
F
M
S
Z
-
ペ
-
E
P
H
2
Z・開・

Jお印

(
H
8
6

に
お
い
て
確
立
さ
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
地
方
公
共
団

体
の
統
治
的
作
用
|
財
政
的
作
用
の
法
理
が
回

R
ロ
阻
止
宮
〈
・

c
q
o同
2
・

Jへ-
-
M
E
2・
J円
-
U
2・
白
N
Z・
肘
・
注
目
。
品

(
H
E
S
に
お
い
て
廃
止
さ
れ

る
こ
と
を
説
明
す
る
。

ニューヨーク升lにおける不作為賠償責任 (1) 

一
九
二

O
年
の
請
求
裁
判
所

法
一
二
条
の
下
で
は
州
の
賠
償
責
任
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
が
認
め

一
八
九
七
年
の
民
事
手
続
法
典
二
六
四
条
、

ら
れ
る
の
は
一
九
二
九
年
の
請
求
裁
判
所
法
の
制
定
に
よ
る
。

一
一
一
条

a
項

は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

「
州
は
、
本
法
に
よ
っ
て
、
そ
の
職
員
お
よ
び
被

傭
者
の
不
法
行
為
に
対
す
る
賠
償
責
任
の
免
責
を
放
棄
し
、
私
人
あ
る
い
は

法
人
に
対
す
る
訴
え
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
準
則

(
E
-
g
D
h
]曲
者
)
と
同

一
の
準
則

(
E
-
g
c町
宮
司
)
に
基
づ
い
て
不
法
行
為
を
決
定
さ
れ
る
こ
と

を
承
諾
す
る
。
州
は
、
本
法
に
よ
っ
て
、
そ
の
行
為
の
賠
償
責
任
を
引
受
け

る
。
そ
の
管
轄
は
、
州
の
職
員
ま
た
は
被
傭
者
の
職
権
濫
用
ま
た
は
過
失
に

よ
る
財
産
侵
害
ま
た
は
身
体
傷
害
の
損
害
賠
償
を
審
理
し
・
決
定
す
る
た
め

に
請
求
裁
判
所
に
与
え
ら
れ
る
。
」
本
法
の
意
義
は
二
つ
あ
り
、
一
つ
は
、
州

が
賠
償
責
任
を
承
諾
す
る
と
い
う
形
で
州
の
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
た
こ

と
、
も
う
一
つ
は
、
賠
償
責
任
の
存
否
の
基
準
が
私
人
・
私
法
人
と
同
じ
で

あ
る
と
し
た
こ
と
、
で
あ
る
。

F
n
r
g口
事
件
は
、
本
法
を
「
道
徳
上
の
責

任
を
裁
判
所
で
強
制
さ
れ
る
法
律
上
の
権
利
に
変
え
、
州
に
対
し
て
使
用
者

責
任
の
法
理
を
適
用
し
た
も
の
」
と
解
釈
し
て
州
の
賠
償
責
任
を
確
立
し

た
。
本
件
の
意
義
は
二
つ
あ
り
、
一
つ
は

ω自
己
『
〈
・

ω
g円四
D
同

Z
・
J円・・
MM斗

Z-J円・

8
印
-HN日
Z-HW-
∞企

w
E
K
H
H
E
m
-
H
N
E
Q
S
O
)
で
と
ら
れ
た

考
え
方
を
否
定
し
た
と
い
う
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
問
R
E
E
m
gロ〈・

ω
S
F

N品回

2
・
J円・

HHN-
回目

H
Z
-
肘
・
む
∞
・
公
定
∞
)
で
と
ら
れ
た
考
え
方
を
承
継

し
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
事
手
続
法
典
二
六
四
条
の
下
で
生
じ
た

ω
g
=
r
事
件
に
お
い
て
「
州
は
訴
訟
か
ら
の
免
責
は
放
棄
し
た
け
れ
ど
も

責
任
に
関
し
て
は
承
諾
を
与
え
た
わ
け
で
は
な
い
」
と
判
示
さ
れ

九

O
年
の
請
求
裁
判
所
法
二
一
条
の
下
に
お
い
て
も
宮
正
句
〈
・

ω
S
F
M
S

〉

HM匂
-
U
2・日
8
・
M品日
1
Z・
J円・

ω・
ω呂
(HSHU
に
承
継
さ
れ
て
い
た
考
え

方
を
否
定
し
、

ま
た
、

明
山
手
ユ
ロ
m
S口
事
件
の
「
政
府
は
単
に
私
的
な
目

的
で
公
金
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
道
徳
的
責
任
が
あ
っ
て

そ
の
責
任
を
果
た
す
べ
き
場
合
に
は
公
金
を
私
的
請
求
に
充
て
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
す
る
考
え
方
を
本
件
は
ご
二
条

a
項
は
公
平
と
正
義
の
原
則
が

北法32(4・69)855
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〔
明
日
)

要
求
す
る
道
徳
的
義
務
を
承
認
し
・
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
判
示

で
承
継
し
、
こ
こ
に
お
い
て

一
二
条

a
項
は
道
徳
的
義
務
を
基
礎
に
し
た

法
律
上
の
義
務
を
一
般
的
に
認
め
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
提
示
し
た

の
で
あ
る
。

以
上
、
州
の
賠
償
責
任
の
成
立
根
拠
を
説
明
し
た
。
問
題
は
、
こ
の
判
決

を
契
機
と
し
て
地
方
公
共
団
体
の
賠
償
責
任
は
ど
う
考
え
ら
れ
た
か
、
で
あ

る
。
議
会
は
地
方
公
共
団
体
に
つ
い
て
は
個
別
立
法
で
対
処
す
る
と
い
う
方

(
却
)

針
を
と
っ
て
お
り
、
裁
判
所
も
ま
た
そ
れ
に
対
応
し
、
国
内
戸
守
〈
・

(uqch

ロ
広
間
}gHHMHOPME
〉℃
H
V
-
U
Z
M
3・
M
Z
Z・
Jへ・

ω
・日
8
0
8同
γ

(
引
叫
)

阻止・午・

M
m
o
Z
J町
田
∞
M
L忠
之

同

工

ι
0
8
H
)
等
に
お
い
て
統
治
的

作
用

i
財
政
的
作
用
の
法
理
を
維
持
し
て
お
り
、
。
2
5
2ロ〈・

5-一
回
特
色
町

HNonrz--め
の
σロ門門町、

問印寸

Z
・
Jへ
-
M斗
0
・由

Z
-
H
ω
-
M《同∞白日

(
H
3
3
に

お
い
て
は
、
議
会
の
制
定
し
た
諸
立
法
は
「
地
方
公
共
団
体
が
個
別
的
に
賠

償
義
務
を
引
受
け
た
も
の
」
と
い
う
性
格
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。

州
の
主
権
免
責
の
法
理
の
放
棄
が
当
然
に
地
方
公
共
団
体
の
統
治
的
作
用

-
財
政
的
作
用
の
法
理
の
消
滅
を
伴
う
も
の
で
は
な
い
と
す
る
と
、
で
は
、

ど
の
よ
う
な
論
理
に
よ
っ
て
こ
の
法
理
が
克
服
さ
れ
て
い
く
か
、
が
次
に
問

題
と
な
る
。
ま
ず
、
司
白
仲
間
巾
〈

ω
g件。。日

Z
・
J
F
N
S
2・
J同-∞印
M
W
S品
Z-

何

-mq
公
呂
田
)
に
お
い
て
「
契
約
者
た
る
感
化
院
は
州
の
公
務
員
(
ロ
守
口

仏
告
白
2
5
2
C
で
は
な
い
け
れ
ど
も
被
傭
者
に
あ
た
る
」
と
さ
れ
、
包
8
5

〈

-r耳
目
与
∞
c
m
E
C刊
の
口
同
同

L
U口
F
M∞∞

Z
J円
.
2少
山

由

Z
.
H凶・

M
L
S
J『

公
定
乙
で
は
「
契
約
に
よ
っ
て
統
治
的
作
用
を
遂
行
す
る
慈
善
団
体
の
派

生
的
免
責

2
2
7主
7
6
E
Hヨ
ロ
ロ
日
々
と
の
考
え
方
が
登
場
し
、

そ
れ
が
放

棄
さ
れ
る
。
地
方
公
共
団
体
に
関
し
て
は
、
国
c
-
5
2
〈
・
同
ユ
巾
の
O
己ロ

q-M町田

〉同】同
y
o
-
-
M
M
(
}唱
A
N
Z
-
M
1・
ω
日門
-
M品一
ω一合∞お一)咽

富
三
ロ
巾
門
〈

-cq

。同

Z
・
J
?
日
目
白
〉
宅
む
守
・
印
凸
印
唱

8
Z
Jへ・

ω・
包
」
可
申

(
H
2
6
に
お

い
て

i

派
生
的
免
責
」
の
論
理
で
地
方
公
共
団
体
の
免
責
を
放
棄
す
る
。
こ

の
派
生
的
免
責
の
論
理
を
採
用
し
、
地
方
公
共
団
体
の
免
責
を
明
示
的
に
放

棄
し
た
最
初
の
最
高
裁
の
判
例
は
回

2
5三
宮
事
件
で
あ
る
。
本
件
は
崎
一
同

察
か
ら
逃
走
し
た
馬
が
傷
害
を
与
え
た
事
件
で
あ
る
。
次
の
よ
う
に
判
示
す

る

ー
こ
の
放
棄
お
よ
び
州
の
承
諾
の
核
心
は
、

一
九
二
九
年
以
来
作
用
し

て
い
る
。
州
の
公
務
員
公
定
己
丸
町
宮
2
S
E
C
-郡
・
市
・
町
・
村

i
は

独
自
の
主
権
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
・
:
:
こ
れ
ら
の
統
治
団
体
が
こ
れ

ま
で
享
受
し
て
き
た
法
律
上
の
無
責
任
は
州
が
有
し
て
い
た
責
任
免
責
の
拡

張
に
す
ぎ
な
い
。
自
己
の
主
権
免
責
を
州
が
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の

拡
張
は
当
然
に
終
結
し
、
か
く
て
、
州
の
公
務
員
合
守
口
含
官
三
B
B
C
は

そ
の
職
員
お
よ
び
被
傭
者
の
不
法
行
為
に
つ
い
て
私
人
・
私
法
人
と
等
し
く

責
任
を
負
う
。
」
本
件
に
よ
っ
て
、
地
方
公
共
団
体
は
統
治
的
作
用
1

財
政

北法32(4・70)856



的
作
用
を
問
わ
ず
、
使
用
者
責
任
の
法
理
に
従
っ
て
、
職
員
お
よ
び
被
傭
者

の
不
法
行
為
に
対
し
て
賠
償
責
任
を
負
う
と
す
る
判
例
が
確
立
し
た
。

主
権
免
責
の
法
理
お
よ
び
統
治
的
作
用

l
財
政
的
作
用
の
法
理
の
廃
止
が

確
定
さ
れ
る
と
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
責
任
の
内
容
・
限
界
で
あ
る
。
こ

の
時
点
で
、
連
邦
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
法
は
裁
量
免
責
の
法
理
の
展
開
を
み

(
勾
)

せ
た
け
れ
ど
も
、

ニ
ュ
l
ヨ

l
グ
州
に
お
い
て
は
、
こ
の
法
理
は
明
示
的
に

は
採
用
さ
れ
る
に
至
ら
ず
、
責
任
の
内
容
・
限
界
に
つ
い
て
私
人
・
私
法
人

と
同
一
ル
ー
ル
で
判
断
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
問
題
点
に
つ
い
て
デ
イ
ピ

ニューヨーク州における不作為賠償責任 (1) 

ス
(
円
。

-
C
E日ω
)

と
ロ
イ
ド
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
山
デ
イ

「
私
人
の
不
法
行
為
責
任
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
、
免
責
か
ら
離
脱
し

ピ
ス

始
め
る
に
は
有
効
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
責
任
の
限
界
を
設
定
す
る
指
針
と
は

な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
山
統
治
団
体
は
私
人
に
は
免
責
が
適
用
さ
れ
な

い
時
で
も
免
責
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
り
、
凶
統
治
団
体
は
私
人
が
責
任

(
m
M
)
 

を
負
わ
な
い
時
で
も
責
任
を
負
う
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
川
は
裁
量
免
責

が
適
用
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
り
、
凶
は
納
税
者
は
過
失
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
政
府
の
活
動
か
ら
生
じ
た
偶
然
の
・
重
い
損
失
を
負
担
す
べ
き
で
あ

(

M
品

)

る
か
ら
、
と
し
て
い
る
。
問
ロ
イ
ド

「
川
私
人
・
私
企
業
と
地
方
公
共
団

体
の
間
に
は
活
動
の
量
お
よ
び
性
格
、
ま
た
、
公
益
と
関
係
す
る
点
で
本
質

的
な
相
違
が
あ
る
。
凶
個
人
の
破
産
は
本
人
・
家
族
・
債
権
者
等
に
損
害
が

限
定
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
地
方
公
共
団
体
の
破
産
は
警
察
・
消
防
・
衛
生
・

(
お
)

水
道
・
下
水
・
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
の
廃
止
を
意
味
し
て
い
る
0
」

以
上
の
よ
う
な
州
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
の
不
法
行
為
責
任
の
特
殊
性
に

あ
っ
て
特
に
興
味
を
ひ
く
も
の
に
作
為
・
不
作
為
の
責
任
限
界
設
定
の
問
題

が
あ
っ
て
、
第
三
期
で
は
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
。

第
三
期

作
為
不
作
為
の
法
理
の
生
成
か
ら
消
滅

こ
こ
で
は
、
州
に
お
い
て
は
早
く
か
ら
成
立
し
て
い
た
不
作
為
賠
償
責
任

が
地
方
公
共
団
体
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
す
ん
な
り
と
受
け
入
れ
ら
れ
た
わ

け
で
は
な
く
て
、
統
治
的
作
用
の
不
作
為
に
つ
い
て
は
地
方
公
共
団
体
は
責

任
を
負
わ
な
い
と
す
る
作
為
|
不
作
為
の
法
理
が
忌
日
岡
田
宮
〈

-cqえ
Z-

ペ
-
M
斗O

〉
同
)
同
》
ロ
2
・
ω
斗

N
-
s
z・
J

円・

ω

M
門

H

J

『
印
{
)
(
呂
品
目
γ
丘町
4
・
M

g

H
A
・
J

へ
・
∞
台
場
叶
M

Z

・開・

M
L
M
U

公
定
斗
)
に
お
い
て
成
立
す
る
こ
と
、
お

よ
び
、
そ
れ
が
河
口
口
戸
内
四
日
〈
・

(
U
H
q
c
{
Z・
J
F
N
S
〉旬開】・

0
Z・M
g噌

H
B

Z
J門
戸
包
お
印
に
お
い
て
明
確
に
放
棄
さ
れ
、

地
方
公
共
団
体
の
不

北法32(4・71)857

作
為
賠
償
責
任
が
こ
の
時
点
で
一
般
的
に
認
容
さ
れ
た
こ
と
を
説
明
す
る
。

州
に
お
い
て
は
す
で
に
盟
国
三
ロ
〈
・

ω
S
F
E
m
w
〉司司

-
U
E
-
J
R

(
お
)

Z
-
J円・

ω・
叶
M

H

O

S

由
)
に
お
い
て
「
先
行
す
る
危
険
な
行
為

M
U
H
 

(
匂
E
D
H

u
s
m
o
g
g
ゎ
o
E
E
C
の
理
論
」
を
根
拠
に
、
ま
た
、
回
開
門
口
恒
三
宮
事
件
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の
口
頭
弁
論
の
最
中
に
は
問
。

-d
〈

ω
S
F
N
2
2・
J円・

N
a
-
B
Z
-
開
-

(
幻
〉

包

包

〈

H
2
3
に
お
い
て
「
制
定
法

9
5
g
zど
を
根
拠
と
し
て
州
の
不

作
為
賠
償
責
任
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
判
決
は
、
判
決
時
に
お
い
て
は

直
接
に
地
方
公
共
団
体
の
賠
償
責
任
の
範
囲
に
関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と

は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
回
。
自
民
岳
口
事
件
以
降
に
つ
い
て
は
、
作
為
・
不

作
為
の
問
題
が
地
方
公
共
団
体
で
ど
う
扱
わ
れ
る
か
問
題
と
な
る
。

出。円

E
a
p口
事
件
の
ル

l
ル
が
最
初
に
適
用
さ
れ
た
の
は

ω
E
R
戸

cq

。
出
回
E
g
p
N由印

Z
・
Jへ・日
f

E

Z
・
何
回
ι
叶O
品
〈

H
E印
)
で
あ
る
。
こ

の
事
件
で
は
、
わ
が
国
で
い
う
反
射
的
利
益
論
す
な
わ
ち
「
制
定
法
の
趣
旨

は
個
人
保
護
な
目
的
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
公
衆
一
般
を
保
護
す
る
趣
旨

で
あ
る
」
と
す
る
理
論
に
よ
っ
て
不
作
為
賠
償
責
任
を
否
定
す
る
。

本

件

は
、
火
災
が
発
生
し
て
家
屋
が
全
焼
し
た
原
告
が
市
の
消
火
設
備
・
消
火
活

動
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ

γ
ス
を
主
張
し
た
事
件
で
あ
る
。
次
の
よ
う
に
判
示
す

る

「
そ
う
し
た
重
い
責
任
(
消
火
栓
等
の
整
備
を
怠
っ
た
こ
と
に
賠
償
責

任
を
課
す
こ
と
1

注
)
を
市
に
課
す
と
い
う
意
思
は
、
そ
の
効
果
を
明
示
的

に
意
図
し
た
文
言
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
立
法
に
読
み
込
む
べ
き
で
は
な

い
0

・
:
:
そ
う
い
っ
た
制
定
法
は
個
人
の
利
益
を
保
護
す
る
意
図
は
持
っ
て

お
ら
ず
、
た
だ
公
衆
と
し
て
の
み
与
え
ら
れ
た
権
利
・
特
権
の
享
受
を
コ
ミ

ュ
l
ニ
テ
ィ
の
全
員
に
対
し
て
確
保
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
よ
う
な

要
請
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
は
個
人
に
対
す
る
私
法

(
指
〉

上
の
責
任
を
創
り
出
す
も
の
で
は
な
い
。
」
本
件
は
、
問
。

-a事
件
に
お
け
る

「
制
定
法
上
の
義
務
を
果
た
さ
な
い
場
合
」
を
さ
ら
に
「
制
定
法
の
目
的
が

個
人
保
護
に
あ
る
の
か
あ
る
い
は
公
衆
一
般
の
保
護
に
あ
る
の
か
」
と
い
う

基
準
を
も
っ
て
分
け
、

「
制
定
法
の
目
的
が
公
衆
一
般
の
保
護
に
あ
る
場

合
」
は
市
に
賠
償
責
任
は
生
じ
な
い
、
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
件
に
は
反

対
意
見

2
5
2昨日ロ
m
D宮
巳
cる
が
付
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
賛
成
し
て

本
件
評
釈
者
(
印
由
民
自
〈
-
F
-
m
o
d
-
∞。
4
・

8
∞
l
g由
〉
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

「
州
に
対
し
て
信
号
機
の
管
理
を
要
請
す
る
目
的
が
公
道
を
利

用
す
る
個
人
を
衝
突
に
よ
る
損
害
か
ら
保
護
す
る
こ
と
に
あ
る
の
と
全
く
同

様
に
、
市
に
対
し
て
消
火
設
備
を
要
請
す
る
目
的
は
火
災
に
よ
っ
て
財
産
を

焼
失
す
る
こ
と
か
ら
納
税
者
た
る
財
産
所
有
者
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
る
。
」

以
上
の
よ
う
に
制
定
法
の
目
的
か
ら
区
別
す
る
理
論
と
は
別
に
宮
ロ
ロ
m
E

〈
-
c
q
o同

Z
-
J
F
N
J
S
〉
回
以
Y

巴
2
・
S
M
W
E
Z・
J円・∞
-
M仏
」
可
印
。
〈

HU

品自
γ
同
問
、

L-MU白

2
・
J円・∞
8
・叶
MZ-HW・
M
L
M由
(
H
E
3
に
お
い
て
は
作

為
不
作
為
の
法
理
が
打
ち
出
さ
れ
る
。
木
件
は
、
水
門
の
付
近
で
生
じ
た

観
光
客
の
騒
動
の
最
中
に
け
が
人
が
生
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
警
官
の
不
作
為

が
問
題
と
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
次
の
よ
う
に
判
示
す
る
。

「
本
件
は
統
治

的
作
用
と
財
政
的
作
用
の
区
別
に
類
似
す
る
。
地
方
公
共
団
体
は
財
政
的
作

北法32(4・72)858



用
を
遂
行
す
る
代
理
人
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
関
し
て
は
責
任
を
負
う
。
ま

た
、
少
な
く
と
も
、
統
治
的
作
用
の
遂
行
過
程
の
作
為
に
よ
る
ネ
グ
リ
ジ
ェ

ン
ス
に
関
し
て
は
責
任
を
負
う
。
し
か
し
、
地
方
公
共
団
体
は
警
察
・
消
防

と
い
っ
た
統
治
的
作
用
の
不
作
為
に
つ
い
て
は
責
任
を
負
わ
な
い
。
」

(
川
叫
)

こ
の
よ
う
な
理
論
的
状
況
に
あ
っ
て
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
不
作
為

賠
償
責
任
が
初
め
て
認
容
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
は
冨
円
。
ユ
ロ
「
ぐ
口
々
え

z
・
J円・・

M
g
z
J円・

3
¥
コ
H4
・
同
区
白
由
。
宮
叶
)
で
あ
る
。
本
件
は
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
の
警
官
が
職
務
外
に
ピ
ス
ト
ル
で
殺
傷
事
件
を
惹
起
し
た

事
件
で
あ
る
。
次
の
よ
う
に
判
一
志
す
る
。

「
本
件
の
よ
う
な
事
情
の
下
で
、

ニューヨーク州における不作為賠償責任 (1) 

被
傭
者
の
雇
用
が
他
の
者
に
対
す
る
既
知
の
危
険
を
含
む
も
の
で
あ
る
場
合

に
は
、
警
察
署
長
が
行
使
す
る
裁
量
の
幅
は
制
限
さ
れ
る
。
当
該
事
情
に
あ

っ
て
危
険
が
合
理
的
に
予
見
さ
れ
る
場
合
、
裁
量
は
危
険
を
除
去
す
る
義
務

(
H
U
)
 

に
と
っ
て
代
え
ら
れ
る
。
」
本
件
は
、
使
用
者
の
被
傭
者
管
理
義
務
を
根
拠
と

し
、
わ
が
国
で
い
う
裁
量
権
収
縮
論
を
用
い
て
市
の
不
作
為
賠
償
責
任
を
認

め
た
事
例
で
あ
る
。
本
件
の
評
釈
者
Q
N
Z
.
J
へ
-c-F
月

2

8
夕

日

H
S

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
統
治
的
作
用
を
遂
行
す
る
市
に
関
す
る
本

件
判
決
は
免
責
の
完
全
な
放
棄
の
傾
向
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。
」
本
件

評
釈
者
の
い
う
「
免
責
の
完
全
な
放
棄
」
が
狭
義
の
不
作
為
賠
償
責
任
の
認

容
を
も
合
む
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
評
釈
者
が

ZCHEF口
事
件
を

引
用
し
て
い
な
い
た
め
に
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
地
方
公
共
団
体
の

不
作
為
賠
償
責
任
を
-
般
的
に
認
め
た
事
件
と
い
う
に
は
、
次
の
一
言
尽
に
わ

た
る
難
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
第
一
に
、
損
害
の
原
因
が

Z
E
E
-ロ
事
件

と
は
ち
が
っ
て
警
官
自
身
に
あ
る
点
で
危
険
防
止
責
任
を
行
政
が
負
担
し
た

と
は
い
え
な
い
こ
と
、
従
っ
て
、
第
二
に
、
市
の
使
用
者
と
し
て
の
指
揮
監

督
責
任
が
問
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
地
方
公
共
団
体
の
不
作
為
賠
償
責
任
の
枠
組
み
が
一
般
的
に
成

立
し
た
事
案
と
し
て
は
河
口
口
}
邑
〈

-
c
q
c
h
z・
JF
混
同
〉
宅
。
ぞ
・

H叶∞
-
H
M
ω
Z
-
J同・

ω‘
M
L
品
∞
印
を
あ
げ
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
本
件
は
、
公
道
に
面
し
て
存
在
し
た
崩
壊
寸
前
の
建
造
物
が
崩
れ
て
、

そ
の
中
で
遊
ん
で
い
た
子
供
が
け
が
を
し
た
事
件
で
あ
る
。
次
の
よ
う
に
判

「
今
や
地
方
公
共
団
体
は
、
義
務
違
反
に
よ
っ
て
損
害
を
受
け
た

者
の
た
め
に
そ
の
義
務
が
課
せ
ら
れ
た
時
は
、
統
治
的
作
用
を
遂
行
す
る
義

一
が
す
る
。

務
を
負
う
の
で
あ
っ
て
、
義
務
に
違
反
し
た
私
人
と
ま
っ
た
く
同
じ
基
礎
の

上
に
責
任
を
関
わ
れ
る
。
地
方
公
共
団
体
が
統
治
的
作
用
に
関
す
る
義
務
に

違
反
し
た
こ
と
の
た
め
に
訴
え
ら
れ
た
時
は
、
そ
の
責
任
は
「
私
人
ま
た
は

法
人
に
対
す
る
訴
え
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
法
の
準
則
に
従
っ
て
決
定
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
・
:
・
統
治
的
作
用
に
関
す
る
責
任
の
主
権
免
責
の
放

棄
は
作
為
・
不
作
為
に
限
定
さ
れ
な
い
。
放
棄
は
広
く
・
一
般
的
で
、
無
制

北法32(4・73)859



研究ノート

(HM) 

限
で
あ
る
。
」
本
件
は
、
山
損
害
発
生
の
直
接
の
原
因
が
私
人
の
創
り
出
し
た

公
的
ニ
ュ
1

サ
ン
ス
で
あ
る
こ
と
、
凶
こ
の
公
的
ニ
ュ

l
サ
ン
ス
を
放
置
し

た
と
い
う
行
政
の
不
作
為
が
不
法
行
為
に
あ
た
る
と
さ
れ
た
こ
と
、
を
考
え

る
と
本
稿
の
い
う
狭
義
の
不
作
為
賠
償
責
任
を
認
め
た
事
例
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
不
作
為
賠
償
責
任
の
類
型

化
が
一
般
的
に
可
能
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
本
件
に
お
い
て
は
不

作
為
賠
償
責
任
の
根
拠
と
し
て
ネ
グ
リ
ジ
ェ

γ
ス
と
ニ
ュ

l
サ
γ
ス
が
あ
げ

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

以
上
の
叙
述
か
ら
言
え
る
こ
と
は
川
広
義
の
不
作
為
の
判
例
の
類
型
化

は
、
州
に
お
い
て
は
一
九
三
三
年
の

E
n
r
g口
事
件
、
地
方
公
共
団
体
に
お

い
て
は
一
九
四
五
年
回
2
5
H
L
Z
事
件
以
後
に
、

狭
義
の
不
作
為
の
判
例

の
類
型
化
は
一
九
五
三
年
河
口
口

r-事
件
以
後
に
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と

同
不
法
行
為
責
任
の
展
開
過
程
に
お
い
て
裁
判
官
が
積
極
的
に
法
創
造
的
役

割
を
果
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

制
不
作
為
賠
償
責
任
の
成
立
要
件
に
は
ネ

グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
型
と
ニ
ュ

l
サ
ン
ス
型
が
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。

次
の
第
二
章
で
は
、
不
作
為
賠
償
責
任
の
成
立
要
件
を
説
明
す
る
。

(

1

)

具
体
的
に
は
統
治
的
作
用

l
財
政
的
作
用
の
法
理
の
機
能
が
権
利
拡

大
機
能
で
あ
っ
た
か
否
か
の
問
題
で
あ
る
。
イ
エ
ス
と
答
え
る
の
が
従

来
の
回
答
で
あ
り
、
そ
の
代
表
者
と
し
て
は
何
冨
・
回
。
R
E邑
"ω
円

l

R
o
m
E
冨
E

E
宮
-
E与
ロ
ミ
宮
吋
C巳
l
p
a
g
a
ω
s
z
s
q

H耐え
D
H
F
M
O
〉
・
ロ
-
〉
-
M
・
2
Jア
叶
念
。
8
6
が
い
る
。
ノ
l
と

答
え
る
の
が
巧
同
・
巴
C日
子
宮
E
W
Sえ
吋

CH門
口
同
E
-
q
Fロ

ヌ
ゲ
耳

JへC
H
r
l〉
円
、
品
E
F
t
a
S
ゎ「

ω--g開
0
・
M
ω
Z・
J円
-
C・
F
・
ρ
凶斗∞-

M
」可申

(
H
E∞
)
で
あ
る
。

(

2

)

以
下
の
叙
述
は
、
主
と
し
て
、
巴
D
丘
、
富
ロ
ロ
山
口
苛
曲
目
、
円
。
江
口
同
ゲ
即
日
・

昨日二ロ

Z
。耳

J同
DHr
〉
Hhm四一岡田}間同
Z
m
わ
}
話
口
百
四
m
-
M
U
Z
J円
C-
戸

c
-
M叶∞

(
H
E
3・
戸
-
S
F
F
O
阿
川

OF
伊
丹
忌
O吋円
一

5
2
H
h
O
剛
山

CF

OF向
ロ
ロ
片
岡
匂
丘
、
H，CH門
戸
E
Z
}
F
q
E
Z
2〈

J問。同「
l
ω
2ロ巳
γ
N
A肝

Z-

J『・

c
-
F
n
U
8
0
2申
)
〔
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
巴
念
仏

ie.
巴
c丘
i

向
)
と
し
て
引
用
)
に
依
拠
し
た
。
本
稿
で
扱
う
時
期
以
前
の
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
州
に
お
け
る
不
法
行
為
責
任
に
関
し
て
は
同
巧
・
呂
2
・

UDEw-ι
・
吋
『
叩
〉
ι
B宮
町
可

2
5ロ
D『
同
吋
C
2
F
E玄
ロ
ミ
戸
田
耳
目
ロ

z。
唱

J
F
F
W
坦
戸
川
凶
司
自
仏

n
cロ
席
目

]
M
B
r
N由
N
(
H
E
N
)
参
照
。

(

3

)

雄
川
一
郎
「
ア
メ
リ
カ
国
家
責
任
法
の
一
断
面
」
(
『
ア
メ
リ
カ
憲
法

の
現
代
的
展
開
2
・
統
治
構
造
』
・
一
九
七
八
〉
一
一
一
一
八
頁
。

(

4

)

下
山
瑛
二
「
英
米
に
お
け
る
国
家
賠
償
責
任
に
つ
い
て
」
(
『
比
較
法

研
究
』
六
号
・
一
九
五
一
ニ
)
六
頁
に
紹
介
が
あ
る
。

(

5

)

雄
川
前
掲
論
文
一
二
一
一
一
頁
。

(
6
〉
、
H，ro

ヨE
R
E
Y
P
M
L
W
M印
q
d・
ω・色申・

8M-
お
ωロ司・

0
・
Hgu

H
2ー
(
S
M
M
〉・

(

7

)

同

5
5口
白
固
と
洲
口
開
〈
同
Mc-MLLmロ
F
M
O印
口
・

ω・∞品川田・

ω印
MYM叶
∞
ロ
H
U

・
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ニューヨーク州における不作為賠償責任 (1) 

。
?
印
Mm-
印
MJ可
2
2
J可)・

(
8
)
N
図。
-
2
2
l
r
z江
戸
内
山
=
m
g
∞
MM
ハ
H由印国)唱

0
2
2・
〉
LHHHE-mE

ロ
丘
町
m
F同
君
、
同
四
回
同
・
品
目
白
・
ロ
-

M

(

同由、吋
M
)
・

(

9

)

同
担
当
R
gロ白
rcmw
〈・】
MD-u『
AZ田口
r
・
2
司
自
ロ
C円
。
(
叶
〉

(
叩
)
雄
川
前
掲
論
文
三
二
二
一
貝
。

ハ
ロ
〉
下
山
前
掲
論
文
六
頁
。
〉
・
〈

-
u
w
q
の
第
二
命
題
は
こ
の
関

係
で
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
命
題
に
つ
い
て
は
、
神
長
勲
「
ア
メ

リ
カ
行
政
法
に
お
け
る
公
務
員
の
個
人
責
任
」
(
『
青
山
法
学
論
集
』
一

六
巻
三
・
四
合
併
号
・
一
九
七
五
)
九
七
|
九
八
頁
、
下
山
瑛
二
『
国

の
不
法
行
為
責
任
の
研
究
』
(
大
阪
市
立
大
学
法
学
叢
書
・
一
九
五

八
〉
二
五
頁
。

(
ロ
)
使
用
者
責
任
の
内
容
に
関
し
て
は
、
田
上
富
信
「
代
位
責
任
セ
I

ル
ス
マ
ン
の
不
法
行
為
|
」
(
『
英
米
判
例
百
選

E
』
・
一
九
七
八
)
一
二

O
頁
参
照
。

(
内
山
〉
岩
淵
正
紀
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
府
の
不
法
行
為
責
任
と
裁
量
免

責
の
法
理
(

2

)

」
(
『
判
例
時
報
』
七
七
六
号
・
一
九
七
五
)
四
頁
は
、

政
府
免
責
が
廃
止
さ
れ
た
以
後
は
公
務
員
の
個
人
責
任
を
認
め
る
必
要

性
、
か
あ
ま
り
な
く
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
な
お
、
神
長
前

掲
論
文
九
六
頁
の

σミ
広
の
見
解
の
紹
介
も
参
照
。

(

U

)

こ
の
法
理
の
内
容
に
関
し
て
は
、
岩
測
前
掲
論
文

(
1
〉
(
『
判
例

時
報
』
七
七
五
号
・
-
九
七
五
〉
四
頁
、
桜
井
昭
平
「
ア
メ
リ
カ
地
方

公
共
団
体
の
不
法
行
為
責
任
」
(
『
明
治
大
学
法
制
研
究
所
紀
要
』

九
・
一
九
六
五
)
八
五
頁
に
あ
る
程
度
の
紹
介
が
あ
る
。

(
日
〉
巴
C
日仏

1
@・
M

斗∞・

(叩山
)
F
F
F
ι
@・
日
∞
∞
-

(

η

)

己
D
E
l
e
-
M
g
-

〉
-
〈
ωロ
〉

r
q口
市
・
。
c耳
目
5
0口
件
、
HdC2

F
E
E
-
-
q
u
〉
U
O口
ω
L
O
C同ロ
r
m口問。・〔
M
U
m
s
d
E
-
H
E
可
申
同
由
・

の
認
め
ロ
立
と
・
・
吋
r
o
F曲者

D同叶，
D
H
F
Nロ【
Y
M
M
J『・

(刊日〉

N
E
Z・
J円・

ω
2
・日目印
-
m
N
Z・
同
注
目
OAF-

由。タ

HmH
〉・円、

閉
山

-

U
白hrω
由印(]戸由

ha一)

〔
叩
印
)
巴
C山門
目

l
@
N
3
'

(
却

)
H
r
E・

(
幻
)
切
巳

-q
〈
・
ゴ
回
目
冨
田
百
円
。
同

Z
・
J
F
ω

目
-
-
B
H
・印
3
1
8・
ω∞

〉
B
U
R
-
∞
3
・
2
H
i
m苫

(
Z・J同・

ωEH】・

0
H
E
M
)
・

(
幻
)
確
立
し
た
と
す
る
紹
介
(
桜
井
前
掲
論
文
八
二
頁
)
と
初
め
て

打
ち
出
さ
れ
た
と
す
る
紹
介
(
岩
淵
前
掲
論
文
(

1

)

『
判
例
時
報
』

七
七
五
号
四
頁
)
が
あ
っ
た
。

(幻
)
F
-
c
E
i
@
日
∞
ゲ
ロ
-
H
N

(
M
〉
巴
D正
1
@
協同・

FHD氏
は
こ
の
法
理
が
確
立
し
た
原
因
を
南
北

戦
争
後
の
産
業
革
命
に
求
め
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス

法
が
独
立
の
体
系
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
の
原
因
に
つ

い
て
は
の
・
同
ヨ

E
P
、
叶
宮
百
円
巾
]]mng担
}
O
H即位口

o
h
H
C
H
Z
E

〉
B
R
-
8・
∞
∞
吋
白
-
o
F・
し
『
・
町
、
口
(
同
申
叶
叶
〉
・
居
間
》
江
口
同
町
品
目
ロ
旬
間
同
件
。
同
ロ
曲

。
同
〉
B
R
W酔ロ

Hh品
目
-
H
F
Oロ
間
宮
(
忌
斗
∞
γ
、H，O同
門
戸
担
当
宮
〉
B
2・

H
S
(
H
8
0
)
参
照
。

〈
お

)

S

2
・
J円
-
H
8・
H
2
1
5
m
-

北法32(4・75)861
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(
お
〉
巴
c
丘
l

e

g

N

・

ハ
幻
〉
同
寸
広
-

M
∞品

M

∞印・

(叩山)同∞品

Z-
開・叶日目印
u

吋臼白・

(
却
)
同
∞
AHZ-HW-
叶臼一

y
g∞-

(
叩

)
F
E
L
l
@
悶∞印

l
M∞
∞
に
具
体
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

(幻

U
E
C
E
l
@
ω
∞
少
ロ
・
品
目
・

(
m
M
)

こ
れ
を
わ
が
国
に
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
岩
測
正
紀
「
ア
メ
リ
カ

に
お
け
る
政
府
の
不
法
行
為
責
任
と
裁
量
免
責
の
法
理
(
1
)
(
4
・

完
)
」
(
『
判
例
時
報
』
七
七
五
・
七
七
六
・
七
七
八
・
七
七
九
号
・
一

九
七
五
)
。

(
岱

)
u
s
-
P
〉
仏

B
E
E
S片
山
〈

m
F
m宅
一
わ
白
田
町
田
l
H，oH寸
HVHCZOBP
含
}
ゲ

M
O
∞
(
巧

g
F
E叶叶)・

(加

)
F
E・

(

開

山

)

巴

c
正
@
・

3
・

(
叩
む
警
官
が
犯
人
と
誤
信
し
無
実
の
者
を
射
殺
し
た
事
例
。

(
幻
)
信
号
機
が
故
障
し
て
い
た
た
め
に
衝
突
事
故
が
発
生
し
た
事
例
。

(
お
)
由
品

Z-
何

日

ι
叶{}品唱え)白・

(
叩

)
g
z・
J
円・

ω
包

aowau-

(
必
〉
以
上
の
各
々
の
判
例
の
理
論
を
図
式
化
し
た
も
の
と
し
て
、
ピ
C
H仏
l

9

t

 

(
村
山

)

J
可

H
Z・
開
・
包
企
少

A
N
N
-

(州出〉

H
M
ω
Z
・J
同・

ω
-
M《凶
h
H

∞
印
・
品
泊
中
l
S
H
-

第
二
章

北法32(4・76)862

不
作
為
賠
償
責
任
の
成
立
要
件

不
作
為
賠
償
責
任
が
成
立
す
る
不
法
行
為
類
型
は
、
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の

要
否
を
基
準
と
し
て
、
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
型
と
ニ
ュ

l
サ
ン
ス
型
の
二
類
型

に
ほ
ぼ
分
類
で
き
る
。
第
一
節
を
前
者
、
第
二
節
を
後
者
に
あ
て
て
そ
れ
ぞ

れ
の
成
立
要
件
を
概
観
す
る
。

第
一
節

ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
刑
ヰ

本
節
に
お
い
て
は

一
、
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
成
立
要
件

「
義
務

情
況
」
成
立
の
政
策
的
要
因
お
よ
び
「
義
務
情
況
」
と
認
定
さ
れ
る
場
合
を

(
1
)
 

紹
介
す
る
。

ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
成
立
要
件

ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
と
い
う
不
法
行
為
は
「
被
告
が
原
告
に
対
す
る
注
意
義

務
官
三
で
)
r
R
O
)を
怠
り
(
不
注
意
ま
た
は
義
務
違
反

F
g与
え
仏
E
己、

そ
の
結
果
と
し
て
原
告
に
損
害
包
自
民
間
る
を
蒙
ら
し
め
る
こ
と

ハ
2
〉

関
係

S
5
2
5ロ
)
」
と
定
義
さ
れ
る
。
そ
の
成
立
要
件
は
、
川
被
告
が
原
告

(
因
果



に
対
し
て
注
意
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
(
義
務
の
存
在
〉
凶
被
告
が
そ

の
注
意
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
〈
義
務
違
反
の
存
在
〉
凶
損
害
が
発
生
す

る
こ
と
(
損
害
の
存
在
)
凶
義
務
違
反
の
結
果
原
告
が
損
害
を
蒙
っ
た
こ

と
(
因
果
関
係
の
存
在
)
で
あ
る
。

ω
義
務
要
件
に
お
け
る
論
点
は
、

ω当
該
事
件
の
損
害
の
発
生
が
被
告

の
当
該
行
為
の
結
果
と
し
て
合
理
的
に
予
見
可
能
で
あ
っ
た
か
否
か
ハ
一
般

==-".ーヨーク升lにおける不作為賠償責任 (1) 

凶
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
た
損
害

の
う
ち
い
か
な
る
も
の
を
法
的
保
護
の
対
象
と
す
る
べ
き
か
(
義
務
情
況
〉

(
4
)
 

で
あ
る
。
仙
の
合
理
的
な
予
見
可
能
性
を
基
準
と
し
て
認
定
さ
れ
る
注
意
義

務
は
、
発
生
す
る
損
害
の
種
類
や
損
害
発
生
の
態
様
等
を
酪
酌
し
な
い
と
こ

〈

5
)

ろ
の
一
般
的
な
注
意
義
務

(mg白
色

E
q
c
h
g吋
由
〉
で
あ
る
。
削
は
川
に

お
い
て
認
定
さ
れ
た
一
般
的
な
注
意
義
務
を
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
概
念
に
外

的
な
注
意
義
務
〉

在
的
な
政
策
的
要
因
に
も
と
寺
つ
い
て
限
界
寺
つ
け
る
も
の
で
あ
り
、
訴
え
う
る

(
6〉

ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
公
n
H
F
d
ロ
p
r
z
ロ
品
目
同
問
自
円
四
)
の
範
囲
を
確
定
す
る
。
ヤ
」

の
よ
う
に
、
法
が
訴
え
う
る
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
範
囲
を
ポ
リ
シ
ー
の
観
点

か
ら
限
定
す
る
場
合
、
そ
の
限
定
問
具
体
的
な
加
害
現
象
を
構
成
す
る
諸

損
害
の
種
類

(
E
E
C同
E
H
B
H
加

害

の

態

様

要
素
、

す
な
わ
ち

(
B田ロロ
2
0同
庄
内

-
E
E
m
含
ヨ
担
問
。
〉
、
お
よ
び
加
害
者
・
被
害
者
の
類
型

公
呂
町
O

町宮岡田
Cロ
O
ロ
耳
目

HC自
任
問

r
R
E
-
-ロ
E
n
z
e
に
関
し
て
行
な

(
7〉

わ
れ
る
。
本
稿
が
対
象
と
す
る
不
作
為

(CB宮町
O
ロ
)
は
加
害
の
態
様
の
医

別
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
法
は
一
般
的
に
不
作
為
者
の

責
任
を
認
め
て
い
な
い
た
め
に
、
不
作
為
者
に
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
責
任
が

生
じ
る
た
め
に
は
特
別
の
事
情
に
よ
っ
て
被
告
が
何
ら
か
の
作
為
義
務
を
負

(
8〉

わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
。
た
と
え
ば
、
制
定
法
・
契
約
ま
た
は
特
殊

な
関
係
(
た
と
え
ば
、
監
護
義
務
を
負
う
親
と
子
の
関
係
)
に
も
と
づ
く
作

為
義
務
を
負
っ
て
い
る
場
合
で
な
け
れ
ば
「
義
務
情
況
」
と
は
認
め
ら
れ
な

(
9
)
 

B
U
V
 

義
務
違
反
要
件
に
お
け
る
論
点
は
、
川
当
該
情
況
に
お
い
て
被
告
は

ど
の
よ
う
に
行
為
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
た
か
凶
被
告
の
行
為
は
こ

(
凶
)

の
行
為
水
準
に
達
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
、
で
あ
る
。
法
に
よ
っ
て
観
念

的

に

守
o
t
cロ
田
口
己
「
義
務
情
況
」
に
お
か
れ
る
行
為
者
が
、
自
己
の
行
為

(2) 
の
結
果
と
し
て
他
人
に
損
害
の
生
ず
る
こ
と
を
合
理
的
に
予
見
し
う
る

(
日
)

(
同

2
8
5
E判
同

0
5師
向
。
伊
豆
開
)
具
体
的
情
況
に
お
か
れ
た
場
合
、
そ
の
行
為

者
に
は
当
該
情
況
で
果
た
す
べ
き
義
務
の
内
容

(
8口
百
三
え
仏
E
U
U
を
決

(
刊

M
〉

定
す
る
行
為
水
準

(
ω
g
E
2
L
D同
8
E
E
C
が
設
定
さ
れ
る
。
こ
の
合
理

北法32(4・77)863

人
の
行
為
水
準
合
同
国
ロ

E
E
え
岳
町

8
ロ
E
2
0同
白
円

8
8
E
E問
自
由
ロ
)

は
、
被
告
の
行
為
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
牲
を
は
か
る
基
準
と
し
て
、
原
則
的

ハ
日
)

に
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
妥
当
す
る
一
般
抽
象
的
な
基
準
で
あ
る
た
め
、
被
告
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の
行
為
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
性
を
決
定
す
る
た
め
に
は
、
常
に
、
合
理
人
の

行
為
と
い
う
「
抽
象
的
水
準
の
当
該
事
実
関
係
へ
の
適
用
公

S
F
E
B

。
同
任
。
丘

ELm丘
件
。
任
命
門
戸
2
0同
P
0
8
8
)」
ま
た
は
「
合
理
的
行
為

要の
で具
あ{体
る語化
f‘、〆「

行 8
為日
水月
準 5・
の~
具 5.
体二
化品、
'-'円。g
行害
為 h;
水 F
準凶

の 8
具包
体 R
化。
に」

際の
し作
て業

考が
慮必

さ
れ
る
要
因
は
、
当
該
行
為
に
附
随
す
る
リ
ス
ク
の
大
き
さ
と
、
か
か
る
リ

ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
の
配
慮
(
か
か
る
行
為
を
し
な
い
こ
と
や
特
別
の
安

全
措
置
を
講
じ
て
行
為
す
る
こ
と
)
が
被
告
ま
た
は
社
会
に
も
た
ら
す
で
あ

(
日
)

ろ
う
不
利
益
で
あ
る
。
行
為
者
の
行
為
の
危
険
の
大
き
さ
を
決
定
す
る
う
え

で
考
慮
さ
れ
る
要
因
は
、
付
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
利
益
に
法
が
与
え
る
社
会

的
価
値

ω行
為
者
の
行
為
が
他
人
な
い
し
そ
の
他
人
の
属
す
る
グ
ラ
ス
の

一
員
の
な
ん
ら
か
の
利
益
を
侵
害
す
る
可
能
性

益
に
加
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
被
害
の
大
き
さ

判
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
利

ωも
し
危
険
が
現
実
の
被
害

に
か
わ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
利
益
を
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
人
の
数
、

(
日
山
)

で
あ
る
。
行
為
者
の
行
為
の
有
用
性
を
決
定
す
る
う
え
で
考
慮
さ
れ
る
要
因

は
、
助
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
助
長
あ
る
い
は
保
護
さ
れ
る
利
益
に
法
が
与
え

る
社
会
的
価
値

ωそ
の
利
益
が
そ
の
行
為
方
法
に
よ
っ
て
助
長
あ
る
い
は

保
護
さ
れ
る
可
能
性

付
そ
の
利
益
が
他
の
、
よ
り
危
険
の
少
な
い
行
為
方

(口〉

法
に
よ
っ
て
助
長
あ
る
い
は
保
護
さ
れ
る
可
能
性
、
で
あ
る
。

〈
四
四
)

附
損
害
は
現
実
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。

凶
因
果
関
係
要
件
に
お
け
る
論
点
は
、
川
被
告
の
行
為
は
原
告
の
損
害

に
対
す
る
事
実
上
の
原
因
で
あ
っ
た
か
否
か
削
被
告
の
行
為
と
原
告
の
損

害
と
の
因
果
関
係
性
が
、
そ
の
損
害
に
対
す
る
被
告
の
責
任
を
正
当
化
す
る

ハ
問
)

ほ
ど
に
濃
密
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
、
で
あ
る
。
前
者
は

σ
E
F円
克
己

〈
ま
た
は

ω山口
O
A
E
8
0ロ
)
つ
ま
り
「
あ
れ
な
け
れ
ば
、
こ
れ
な
し
」
す
な

わ
ち
「
A
と
い
う
行
為
が
な
け
れ
ば
B
(
C
・
:
〉
と
い
う
結
果
が
生
じ
な

(
初
)

い
」
と
い
う
条
件
関
係
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
る
。
後
者
は
、
か
つ
て
通
説
的

地
位
を
占
め
て
い
た
直
接
結
果
説
が
、
ポ
ル
ズ
グ
ラ
フ
事
件
以
後
「
予
見
可

能
な
損
害
に
つ
い
て
の
み
責
任
を
負
う
」
と
す
る
予
見
可
能
性
説
に
変
更
さ

(
幻
)

れ
た
と
さ
れ
る
。

「
義
務
情
況
」
成
立
の
政
策
的
要
因
お
よ
び
「
義
務
情
況
」
と
認

定
さ
れ
る
場
合

「
義
務
情
況
」
の
決
定
に
際
し
て
裁
判
官
が
積
極
的
に
法
創
造
的
役
割
を

(
幻
)

遂
行
す
る
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
お
り
、
「
義
務
情
況
」
の
決
定
に
お

い
て
裁
判
所
が
考
慮
を
払
う
政
策
的
要
因
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
あ
る
程

度
の
分
析
整
理
が
あ
る
。
グ
リ
ー
ン

(
r
O
B
E
Y
「任。

U
E
q
H
V
H
O
E
S
H

(
お
)

E
Z
m田
--moロロ
O
(
U
m
m
g」

(
3
N∞
)
「
任
。
ロ
ロ
同
司
可
5
r
F
E
E
Z
O凹・
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(
川
品
〉

民
間

E
8
p
g
回」

(
S
N由
)
、
プ
ロ
ッ
サ

i

(
言
問
、
・

F
o
g
s
-
「

E∞l

(
お
)

m
E
P
i
s
a」
(
H
8
3、
ワ
ー
ド
笥
当
日
仏

U・
3
2
n
r宙
開
任
問

(
町
四
〉

丹

rHC∞
件
。
門
叶
0
2
F
S
Z
-
F
Q」(同也印∞
γ
ガ
バ

l
(
戸
・
。
ロ
ゲ
同
門
γ
「

Z
o
g

吋

O
H
Z
H
U
z
q
c同
岳
町
市
c-片
品

SHιHDRn仲
田
口
同
ロ
問
。
『
目
。
同
日
宮
口
三
円
山
富
]

(
幻
)

口出

z
z
q」
(
H
吉
田
)
の
整
理
し
た
政
策
的
要
因
を
紹
介
す
る
。

グ
リ
ー
ン
は
、
裁
判
所
が
考
慮
に
入
れ
る
政
策
的
要
因
と
し
て
次
の
も
の

山
司
法
行
政
上
の
要
因
(
出
品
目
日
z
s
p
s
p
n
S
H
)、
司
法

を
あ
げ
る
。

行
政

(
円
。
己
立

3400自
由
C
5
5
B
g
c
に
と
っ
て
、

準
則
あ
る
い
は
訴
訟

手
続
の
機
能
性
が
最
も
重
要
で
あ
る
。
裁
判
所
は
処
理
能
力
を
欠
い
て
い
る

(1) 

と
考
え
る
業
務
や
多
く
の
問
題
を
取
り
扱
い
た
が
ら
な
い
。
間
倫
理
的
あ
る

一
八
世
紀
か
ら
一
九
世

ニューヨ -!l 3+1における不作為賠償責任

い
は
道
徳
的
要
問

(
2
r
w回
目
。
同
日
O円回二回
n
g
c、

紀
に
か
け
て
絶
頂
を
む
か
え
た
哲
学
、
宗
教
、
倫
理
の
混
合
物
た
る
主
義
。

人
聞
は
自
己
の
運
命
を
任
さ
れ
た
自
由
な
代
理
人
で
あ
り
、
自
力
で
白
分
の

こ
と
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
聞
経
済
的
要
因
(
白
8
8
5日口氏

P
2
c
c
倫・

理
・
道
徳
と
、
生
活
の
資
を
得
る
存
在
と
し
て
の
欲
求

2
2
5ロ
仕
え
由

『
E
仏
国
ロ
LrcHHOHm阿
E
g
n
σ
)
と
は
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
。

封
建
的
経
済
は
ト
レ
ス
パ
ス
の
道
徳
を
要
求
し
た
が
、
登
場
す
る
産
業
主
義

は
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
道
徳
を
要
求
す
る
。
凶
予
防
的
要
因

Q
S
Z
1
2
5

paoHU、
裁
判
官
は
予
言
者
で
あ
り
、
立
法
者
で
あ
る
。
量
刑
を
定
め
、

損
害
額
を
評
価
す
る
に
際
し
て
、
彼
ら
は
違
反
者
の
懲
罰
だ
け
を
考
え
て
い

る
の
で
は
な
く
、
将
来
の
損
害
の
予
防
を
も
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
正

義
の
要
因

ccmtno
向田ロぢ吋〉、

以
上
の
よ
う
な
要
因
が
制
限
的
な
も
の
で

な
い
場
合
、
損
害
が
最
小
に
な
り
、
受
忍
す
る
に
適
当
な
当
事
者
に
分
配

す
る
。
プ
ロ
ッ
サ
ー
が
提
示
す
る
要
因
は
、
川
歴
史
の
方
向

(
E
E
C同

}
戸

E
o
q
)
間
道
徳
あ
る
い
は
正
義
に
つ
い
て
の
我
々
の
考
え
方

(
O
R

Egω
え

B
O
B
-印
自
仏
吉
田
氏
口
巾
)
間
準
則
の
執
行
の
便
宜
公

S
Z巳
8
8

え

邑

B
5
E吋己目。ロ
D
片
手
目

E-m)
凶
損
失
が
ど
こ
に
負
担
さ
れ
る
べ
き

か
に
つ
い
て
の
我
々
の
社
会
的
判
断
念
日

g
n
E
E
g
m
g
Z
耳

V
R
m

p
o
-
o
g
m
F
Dロ
EP--)
で
あ
る
。
ワ
ー
ド
は
、
川
損
害
の
重
大
性
(
問
自
?

喜

え

r
R
B
)
凶
行
為
の
社
会
的
有
用
性
〈
g
n
E
E日
q
o同
岳
四

8
E
E
C
間
損
害
防
止
の
容
易
さ

(
S
8
0
h
含
B
品
目

Y
2
0
5
5ロ
〉
凶

司
法
行
政
上
の
諸
困
難

(
m
L
B
Z
E
S
F記
岳
E
E
E
g
)
問
予
防
的
効
果

e
g
-
v
S
E
E
n
m町
内
向
円
門
出
)
刷
時
間
と
空
間
の
要
因
(
己
目
。
回
邑
毛
2
0

2
2
c
c
m妥
当
も
し
く
は
不
当
の
感
覚
(
回
目
口
出
ゆ
え
丘
町
山
E
E
E
2
耳

8
口問・

zg〉
刷
予
見
可
能
性

(同
2
2
2白
E
S
t
)
削
典
型
性

(HUH宮
口
同
]
庄
司
)
削

危
険
の
分
散

3
y
g門
出
口
由
子

0
5
5
帥
保
険
の
イ
ン
パ
ク
ト

(EMMmn件。同

広
告
g
ロ円。

)ω
秩
序
の
諸
原
理
(
司
門
戸
ロ
2
1
2
o
h
C
H
P
6
M岬
行
為
者
の
心

理
状
態

(
ω
S
E
C問
自
F
E
C町
民
吉
岡
)
伺
弁
護
団
の
偏
見
の
状
態
(
凹

g
s
北法32(4・79)865



研究ノート

。同日
V
H
a
z
b
n
m
o同
8

5凹巾
C

帥
裁
判
所
と
陪
審

(
8ロユ

E
L
H
c
q
)
を

あ
げ
る
。
ガ
パ
ー
は

ω各
ロ
丘
町
同
事
件
に
関
す
る
判
例
評
釈
に
お
い
て
、
裁

判
所
が
考
慮
に
入
れ
る
政
策
的
要
因
を
五
個
あ
げ
、
そ
れ
を
事
件
に
具
体
的

に
適
用
し
て
い
る
。
山
予
防
的
要
因

q
s
Z
1
2
Zロ
p
n円
。
。
、
潜
在
的
な

情
報
提
供
者
は
、
本
件
に
よ
っ
て
情
報
提
供
を
勇
気
づ
け
ら
れ
る
。
合
理
的

な
保
護
が
与
え
ら
れ
る
の
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
来
の
情
報
提
供
者
の
，

持
つ
不
安
を
緩
和
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

間
行
政
上
の
要
因
(
邑
B
5
u
a

向
丘
町
内
町
田
口
同
0
6、
第
一
に
、
判
決
が
警
察
に
課
す
る
こ
と
に
な
る
、
今

ま
で
以
上
の
負
担
に
関
係
す
る
。
同
課
せ
ら
れ
る
行
為
の
社
会
的
有
用
性

会

R
E
E
-
-伊丹可
D
ご
Z
g
E
R
二
B
目
包
括
払
)
、
社
会
は
警
察
に
注
意
義
務

の
基
準
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る
。
社
会
の
他
の
成
員
を
支
配
す

る
フ
ェ
ア
プ
レ
イ
お
よ
び
道
徳
上
の
基
準
を
警
察
に
適
用
す
る
の
が
適
切
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
統
治
団
体
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
最
良
の
損
失
分
散

機
構
の
一
つ
で
あ
る
。
凶
歴
史
の
方
向
ハ
E
E
O同
}
同
山
氏
。
々
)
、
歴
史
は
不

法
行
為
責
任
を
限
定
す
る
よ
り
も
、
拡
大
す
る
方
向
に
動
い
て
い
る
。
同
正

判
決
に
対
す
る
妥
当
・
不
当
の
感
覚
。

義
の
要
因

Q
g
Z
8
p
n
S円)、

ω口r
c回同
R
が
殺
さ
れ
た
の
は
法
の
要
請
以
上
に
貢
献
し
た
結
果
で
あ
る
。
社

会
は
彼
の
行
為
か
ら
利
益
を
得
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
損
失
を
負
担
す
べ
き
で

あ
る
。
ま
さ
に
、
妥
当
性
が

ω
与
5
2同
の
受
け
た
不
法
な
行
為
に
対
す
る
何

ら
か
の
形
の
擁
護
の
判
決
を
要
請
す
る
。
最
近
の
も
の
と
し
て
は
、
イ
ギ
リ

ス
の
判
例
を
分
析
し
た
論
文
で
あ
る
が
、
シ
モ
ン
ズ
古
河

ω可
B
B
g
c
w

「任。一一
0
5可
。
問
。
R
m
Fロ
zmm]日間目ロ円四日

HNmngM己
可
開
HM)吋
mmmOL
句。

-ru、

(
叩
叫
〉

巴
m
B
E
z
-
-
dユ
巴
公
司
叶
H)・
「
手
目
口
三
可

c
m
(リ
R
m
z
z。問}同溝口円ぬい

(mm) 

同宮内同区]吋

H
V
6
5
g
m
L
H
ν
c
-
F
Q
開
F
E
E
S
-
E
H片
岡
」

(SJロ
)
が
あ
る
。

川
司
法
行
政
上
の
要
因

(邑
5
5百
円
同
件
目
ぐ
巾
内
田
2
0
6
間
公
衆
の
利
益
あ
る

い
は
責
任
能
力
の
評
価
要
素
守
口
Z
5
5
H
R
E同
R
}
D
o
r
-口問

2
R
p
o

m
r
S
E
R
F
2
0る
、
注
意
義
務
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を

課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
一
群
の
人
を
過
度
に
慎
重
に
さ
せ
、
結
局
、
最
終

的
に
公
衆
が
不
合
理
な
不
利
益
を
蒙
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
の
判
断
。
た
と

え
ば
、
医
師
e

教
師
・
バ
リ
ス
タ
1
・
看
守
・
海
難
救
助
員
。
ま
た
、
被
告

に
ゆ
き
す
ぎ
た
負
担
と
な
る
義
務
は
避
け
る
べ
き
だ
と
の
判
断
。
聞
社
会
的

相
当
性
要
因

(gn山田
]
c
n口出回国
S
F
2
0円
)
、
申
し
立
て
ら
れ
て
い
る
ネ
グ

リ
ジ
ェ
ン
ト
な
行
為
ま
た
は
言
説
が
、
社
会
的
も
し
く
は
慣
習
的
相
当
性
か

凶
立
法
政
策
要
因

。
。
間
三
丘
町
o
p
n
g
H
)、
制
定
法
の
条
項
に
表
明
さ
れ
た
議
会
の
政
策
は
、

ら
生
じ
て
い
る
こ
と
。

認
め
ら
れ
た
危
険
の
概
念
。

ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
(
ま
た
は
ニ
ュ

l
サ
ン
ス
)
に
お
け
る
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の

責
任
に
関
係
が
あ
る
。

以
上
に
お
い
て
裁
判
所
が
考
慮
に
入
れ
る
政
策
的
要
因
に
関
す
る
学
説
の
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分
析
整
理
を
紹
介
し
た
。
次
に
、
裁
判
所
が
政
策
判
断
を
し
た
結
果
と
し

て
、
現
在
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
「
義
務
情
況
」
の
成
立
が
認
め
ら
れ
て
い

る
か
を
紹
介
す
る
。

不
作
為
の
場
合
、
た
と
え
ば
、
制
定
法
・
契
約
ま
た
は
特
殊
な
関
係
に
も

と
づ
く
作
為
義
務
を
負
っ
て
い
る
場
合
で
な
け
れ
ば
「
義
務
情
況
」
と
は
認

め
ら
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
。

ω
n
r
g
R門
事
件
の
評
釈
者
は

ニューヨーク升lにおける不作為賠償責任 (1) 

そ
の
判
例
評
釈
で
匂
・
〈
・
民
同
G
R
E
L
司
・
芦
百
B
0・
「

p
o
p
q
s

(ぬ〉

8
E
S
-
岳
四
円
。
邑
ロ
ロ
門

D同
o
p
m同国」

(
H
8
6・
z
o
F
「
任
問
向
田
口
E
5
8

(
引
副
〉

H
8
2
0
日
白

88MM白
包
昨
日
〈
町
師
同
邑
可
」

(HU印
6
・
MNHb
出
MLO
「

MMH山
包
担
問
島
町
写

(
立
)

件
。
ユ
少
の

O
B
E
E
Z
D口同ロ門
H
Z
oロ
-
F
8
8
8」
(
H
E
m
Y
E・
司
・
冨
ロ
Z
W円。

(
お
)

世
ロ
仏
同
・
〈
・
吋
r
D
B
Sロ
「
〉
内
同
町
自
己
2
0
円四百件目
2
町
、
H，Dえ」

(
H
E
S
を

引
用
し
、
「
義
務
情
況
」
が
成
立
す
る
場
合
を
次
の
四
個
の
根
拠
で
説
明
す

る
。
川
制
定
法
ま
た
は
条
例
窃

Z
Z件。

2
冨
ロ
ロ
片
山
富
-
(
u
r
R
Z吋
)
、
制
定

法
ま
た
は
条
例
が
個
人
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
凶
特
別
の

関
係
〈
ω宮口
E
H
N
m
E
F
Oロ
岳
山
切
る
、
社
会
関
係
が
作
為
義
務
を
発
生
さ
せ
る

も
の
と
認
定
さ
れ
る
場
合
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
二
種
の
場
合
が
あ

る
。
被
告
と
加
害
者
に
特
別
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
場
合
と
、
被
告
と
被
害

者
に
特
別
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
削
義
務
の
引
受
け
(
〉
中

Z
S
H
E
Dロ
O向
。

E
u
u、
無
償
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

い
っ
た
ん
作
為
義
務

を
引
受
け
た
者
は
、
行
為
す
る
の
な
ら
ば
、
注
意
義
務
を
負
担
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
凶
先
行
す
る
危
険
な
行
為

(
p
-
2
ロ
g
m
m
g
g
(
U
C
E
C
n
C、

行
為
が
終
了
し
た
あ
と
に
、
そ
の
無
過
失
の
行
為
が
予
見
可
能
な
危
険
を
創

り
出
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
、
そ
の
損
害
を
回
避
す
る
た
め
に
合
理
的
な
注

意
義
務
を
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
が
評
釈
者
の
指
摘
す
る
「
義
務
情
況
」
が
成
立
す
る
場
合
で
あ
る
け

れ
ど
も
、
こ
れ
が
す
べ
て
の
場
合
を
説
明
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
し
、
ま

tc. 

「
義
務
情
況
」
が
成
立
す
る
場
合
の
説
明
と
し
て
は
抽
象
的
で
あ
る
た

め
、
次
に
、
リ
ス
テ
イ
ト
メ

γ
ト
に
よ
る
行
為
水
準

3
g
E白
与
え
の
。
P

ιロロ
C

の
定
式
を
訳
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
代
え
る
こ
と
に
す

る。
凶

40En
吋
・
巴
百
件
目

2
0同
k
p
岡
崎
町
自
由
仲
間

Z
K炉
問
仲
間
自
ハ
作
為
義
務
)

三
一
四
条
他
人
の
保
護
を
目
的
と
す
る
作
為
義
務
行
為
者
が
自
分
の

行
為
は
他
人
の
救
助
、
保
護
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
、

ま
た
は
、
認
識
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
、
彼

に
必
要
な
行
為
を
な
す
義
務
を
負
わ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。

一
一
二
四
条
A

救
助
あ
る
い
は
保
護
の
義
務
を
発
生
さ
せ
る
特
別
の
関
係

山
運
送
業
者

(
8
B
B
Oロ
S
R
Wる
は
、
そ
の
乗
客
に
対
し
て
、
判
不

合
理
な
損
害
の
危
険
か
ら
保
護
し
、

ω病
気
ま
た
は
け
が
を
し
て
い
る
と
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知
り
、
も
し
く
は
、
知
り
う
べ
き
場
合
、
応
急
手
当
を
行
な
い
、
他
人
の

保
護
を
う
け
る
ま
で
着
護
を
す
る
た
め
に
合
理
的
と
考
え
ら
れ
る
処
置
を

す
る
義
務
を
負
う
。
凶
宿
屋
の
主
人
公
ロ
ロ
宮
町
官
。
は
、
そ
の
客
に
対

し
て
同
様
の
義
務
を
負
う
。
附
公
衆
に
土
地
を
開
放
し
て
い
る
土
地
保
有

者

守

c
g
g
g円
。

向

日

g
e
は
、
そ
の
招
待
に
応
じ
て
入
場
す
る
公
衆
の

メ
ン
バ
ー
に
対
し
て
同
様
の
義
務
を
負
う
。
凶
他
人
か
ら
通
常
の
防
御
の

機
会
を
奪
う
よ
う
な
情
況
で
他
人
を
管
理
す
る
こ
と
を
法
に
よ
っ
て
要
請

さ
れ
る
か
、
ま
た
は
、
任
意
に
引
受
け
る
者
は
、
そ
の
他
人
に
対
し
て
同

様
の
義
務
を
負
う
。

三
一
四
条
B

危
険
に
さ
、
り
さ
れ
て
い
否
、
も
し
く
は
、
け
が
を
し
て
い

る
被
傭
者
を
保
護
す
る
義
務
川
被
傭
者
が
職
務
の
執
行
中
に
重
大
な
損

害
を
蒙
る
緊
急
状
態
に
陥
り
、
こ
の
こ
と
が
使
用
者
ま
た
は
管
理
責
任
を

有
す
る
者
に
認
識
さ
れ
た
場
合
、
使
用
者
は
、
自
己
ま
た
は
管
理
責
任
を

有
す
る
者
が
発
生
す
る
損
害
を
回
避
す
る
た
め
に
合
理
的
な
注
意
を
払
う

こ
と
を
際
怠
し
た
こ
と
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
。
山
被
傭
者
が
職
務
の
執

行
中
に
け
が
を
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
状
態
に
な
り
、
こ
の
こ
と
が
使
用
者
ま
た
は
管
理
責
任
を
有
す
る
者

に
認
識
さ
れ
た
場
合
、
被
傭
者
に
対
し
て
応
急
手
当
を
行
な
い
、
他
人
に

よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
ま
で
看
護
す
る
こ
と
を
使
用
者
ま
た
は
管
理
責
任
を

有
す
る
者
が
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ト
に
惚
怠
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
使
用
者
は

責
任
を
負
う
。

研究ノート

タ
イ
ト
ル
A

第
三
者
の
行
為
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
義
務

一
-
一
一
五
条
一
般
原
則
他
人
に
損
害
を
与
え
な
い
よ
う
に
第
三
者
の
行

為
を
コ
ン
ト

?
l
ル
す
る
義
務
は
次
の
場
合
存
在
し
な
い
。
仙
刊
行
為
者
と

第
三
者
と
の
聞
に
行
為
者
に
対
し
て
第
三
者
の
行
為
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
義
務
を
課
す
よ
う
な
特
別
の
関
係
が
な
い
場
合
、

ω行
為
者
と
他
人
と

の
間
に
、
そ
の
他
人
に
対
し
て
保
護
を
受
け
る
権
利
を
発
生
さ
せ
る
よ
う

な
特
別
の
関
係
が
な
い
場
合
。

=
二
六
条
子
供
の
行
為
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
親
の
義
務
親
が
、
伸

子
供
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
能
力
を
有
す
る
と
知
り
ま
た
は
知
り
う
べ

き
で
あ
り
、

ωそ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
能
力
を
行
使
す
る
必
要
性
と
機
会
を

知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
き
場
合
、
競
は
子
供
が
故
意
に
他
人
に
対
し
て
損

害
を
加
え
た
り
、
ま
た
は
、
損
害
を
発
生
さ
せ
る
よ
う
な
不
合
理
な
危
険

状
態
を
創
り
出
す
こ
と
を
防
止
す
る
よ
う
に
子
供
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

合
理
的
な
注
意
を
払
う
義
務
を
負
う
。

三
一
七
条
被
傭
者
の
行
為
を
指
揮
監
督
す
る

(
S
E
E
C使
用
者
の
義

務
伸
被
傭
者
が
、
川
使
用
者
の
保
有
す
る
敷
地
守
同

g
E
g
)
ま
た
は

被
傭
者
と
し
て
の
み
入
場
の
特
権
を
与
え
ら
れ
て
い
る
敷
地
に
い
る
場

合
、
も
し
く
は
、
出
使
用
者
の
動
産
を
使
用
し
て
い
る
場
合
で
、

ω使
用

者
が
、

ωそ
の
被
傭
者
を
指
揮
監
督
す
る
能
力
、
が
あ
る
と
知
り
ま
た
は
知

り
う
べ
き
場
合
で
、
凶
そ
の
指
揮
監
督
の
必
要
性
お
よ
び
機
会
を
知
り
ま

た
は
知
り
う
べ
き
場
合
、
使
用
者
は
被
傭
者
が
職
務
外
に
故
意
に
他
人
に

危
害
を
加
え
た
り
、
ま
た
は
、
他
人
に
損
害
を
与
え
る
よ
う
な
不
合
理
な

危
険
状
態
を
創
り
出
す
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
被
傭
者
を
指
揮
監
督
す

る
合
理
的
な
注
意
を
払
う
義
務
を
負
う
。
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(1) 

三
一
八
条
被
許
可
者

p
r
2
5
2
)
の
行
為
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
土
地

ま
た
は
動
産
保
有
者
の
義
務
行
為
者
が
第
三
者
に
被
傭
者
以
外
の
資
格

で
そ
の
保
有
す
る
土
地
ま
た
は
動
産
を
使
用
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
と
き

は
、
行
為
者
が
、
仲
第
三
者
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
能
力
を
有
す
る
こ

と
を
知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
き
場
合
で
、

ωそ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
能
力
を

行
使
す
る
必
要
性
と
機
会
を
知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
き
場
合
、
彼
は
、
面

前
に
あ
る
場
合

2
胃

2
8
C、
第
三
者
が
故
意
に
他
人
に
危
害
を
加
え

た
り
、
ま
た
は
、
損
害
の
不
合
理
な
危
険
状
態
を
創
り
出
す
こ
と
を
防
止

す
る
よ
う
に
第
三
者
の
行
為
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
合
理
的
な
注
意
を
払

う
義
務
を
負
う
。

三
一
九
条
危
険
な
性
格
を
有
す
る
者
を
管
理
す
る
者
の
義
務
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
を
受
け
な
い
状
態
で
は
他
人
に
損
害
を
与
え
る
危
険
性
が
あ
る
と

知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
き
第
三
者
を
管
理
し
て
い
る
者
は
、
第
三
者
が
そ

う
し
た
危
害
を
加
え
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
第
三
者
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
合
理
的
な
注
意
を
払
う
義
務
を
負
う
。

三
ニ

O
条
他
人
を
管
理
す
る
者
が
第
三
者
の
行
為
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
義
務
他
人
か
ら
通
常
の
防
御
の
機
会
を
奪
う
よ
う
な
、
ま
た
は
、
危

害
を
加
え
る
可
能
性
の
あ
る
者
と
他
人
と
を
共
同
さ
せ
る
よ
う
な
状
態
で

他
人
を
管
理
す
る
こ
と
を
法
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
、
ま
た
は
任
意
に
引
受

け
る
者
は
、
行
為
者
が
、
制
第
三
者
の
行
為
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
能
力
を
知

り
ま
た
は
知
り
う
べ
き
場
合
で
、

ωそ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
能
力
の
行
使
の

必
要
性
と
機
会
を
知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
き
場
合
、
第
三
者
が
他
人
に
対

し
故
意
に
危
害
を
加
え
な
い
よ
う
に
、
も
し
く
は
、
他
人
に
対
す
る
不
合
理

ニ品ーヨーク列、|における不作為賠償責任

な
損
害
の
危
険
状
態
を
創
り
出
す
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
第
三
者
の
行

為
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
合
理
的
な
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

=
=
二
条
先
行
行
為
が
危
険
な
も
の
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
と
き
の
作

為
義
務
行
為
者
が
行
為
を
な
し
た
、
そ
の
の
ち
に
、
そ
れ
が
他
人
に
対

し
て
損
害
を
与
え
る
よ
う
な
不
合
理
な
危
険
状
態
を
創
り
出
し
た
と
認
識

し
ま
た
は
認
識
す
べ
き
場
合
、
行
為
者
は
危
険
状
態
が
具
体
化
す
る
の
を

防
止
す
る
た
め
に
合
理
的
な
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

三
ニ
ニ
条
行
為
者
の
行
為
に
よ
っ
て
け
が
を
し
た
他
人
を
救
助
す
る
義

務
不
法
行
為
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
行
為
者
の
行
為
に
よ
っ
て
他

人
に
対
し
て
自
分
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
損
害
を
与

え
、
そ
し
て
さ
ら
な
る
損
害
の
危
険
状
況
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
行
為
者

が
知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
き
場
合
、
行
為
者
は
さ
ら
な
る
損
害
を
防
止
す

る
よ
う
に
合
理
的
な
注
意
を
払
う
義
務
を
負
う
。

三
二
三
条
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
引
受
け
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ト
な
履
行
無

償
あ
る
い
は
約
図

(
8
8三
日
E
Z巴
に
よ
っ
て
他
人
ま
た
は
他
人
の
物

の
保
護
に
必
要
と
認
む
べ
き
他
人
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
引
受
け

る
者
は
、
判
注
意
を
払
う
こ
と
の
慨
怠
が
損
害
の
危
険
を
増
大
さ
せ
る

か
、
ま
た
は
刷
他
人
が
そ
の
引
受
け
に
信
頼
を
お
い
た
た
め
に
損
害
を
蒙

っ
た
場
合
、
引
受
け
を
履
行
す
る
た
め
に
合
理
的
な
注
意
を
払
う
こ
と
を

僻
怠
し
た
こ
と
か
ら
生
じ
る
損
害
に
つ
い
て
他
人
に
対
し
責
任
を
負
う
。

三
二
四
条
自
分
で
は
と
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
他
人
を
管
理
す
る
者

の
義
務
義
務
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
十
全
な
自
己
保
護
能
力
を
欠
く

者
を
管
理
す
る
者
は
、
川
刊
行
為
者
が
管
理
中
に
他
人
の
安
全
を
確
保
す
る
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研究ノート

た
め
に
合
理
的
な
注
意
を
払
う
こ
と
を
悌
怠
し
た
こ
と
、
ま
た
は
、

ω行

為
者
の
救
助
ま
た
は
保
護
を
中
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
為
者
が
他
人
の

管
理
を
引
受
け
た
時
よ
り
も
い
っ
そ
う
悪
い
地
位
に
お
と
し
め
る
と
き

は
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
人
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
彼
に
対
す

る
責
任
を
負
う
。

三
二
四
条

A

引
受
け
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ト
な
履
行
に
関
す
る
第
三
者
に

対
し
て
の
責
任
無
償
あ
る
い
は
約
因
に
よ
っ
て
他
人
ま
た
は
他
人
の
物

の
保
護
に
必
要
と
認
む
べ
き
他
人
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
引
受
け
る
者

は
、
糾
合
理
的
な
注
意
を
払
う
こ
と
の
惚
怠
が
損
害
の
危
険
を
増
大
す
る

ω他
人
が
第
三
者
に
対
し
て
負
担
す
る
義
務
の
履
行
を
引
受
け
た
付
他

人
ま
た
は
第
三
者
が
そ
の
引
受
け
に
信
頼
を
お
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
損
害

が
生
じ
た
場
合
に
は
、
引
受
け
を
遵
守
す
る
た
め
に
合
理
的
な
注
意
を
払

う
こ
と
を
怠
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
損
害
に
つ
い
て
第
三
者
に
責
任
を
負

h
勺
ノ
。

以
上
が
、

リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
よ
る
行
為
基
準
の
定
式
で
あ
る
。

第
二
節

ニ
ュ

1
サ
ン
ス
型

ニ
ュ
ー
サ
ン
ス
に
は
、
公
的
ニ
ュ

l
サ
ン
ス
と
私
的
ニ
ュ

l
サ
ン
ス
が
あ

(

川

崎

)

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
要
件
を
説
明
す
る
。

公
的
ニ
ュ

l
サ
ン
ス

(
H
V
Z
E
K
D
E窓
口

2〉

ニュ

l
サ
ン
ス
の
語
は
極
め
て
多
義
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
正
確
な
定

(お〉

義
づ
け
は
不
可
能
で
あ
る
。
公
的
ニ
ュ

l
サ
ン
ス
は
一
般
に
「
市
民
生
活
の

使
宜
を
損
う
広
範
囲
の
行
為
」
を
い
い
、
こ
の
場
合
、
私
人
が
出
訴
す
る
た

必め
要に
で t土
あ52ー
るとコ般
。市

そ民
のと
成具
立な
要る
件特
は別
付損
H王 蛍圭

民え
生宮
活 E
の 9
使;-
，古，円

ウ“巳4
弔'白

t員 g
う~
行心
為の
の存
存在
在が

同
特
別
損
害
の
存
在
で
あ
る
。

付

市
民
生
活
の
便
宜
を
損
う
行
為
の
存
在

一ュ

l
サ
ン
ス
は
独
自
の

準
則
を
有
す
る
独
立
し
た
不
法
行
為
で
は
な
く
、
通
常
の
不
法
行
為
類
型
に

〈
幻
)

分
類
さ
れ
る
行
為
が
も
た
ら
し
た
損
害
の
類
型
で
あ
る
。
損
害
は
川
実
質
的

〈

鵠

)

ハ

却

〉

ハ印

Z
Z
Z
E
U
C
か
っ
凶
不
合
理
(
ロ

R
8
8
E
Z
O
)
な
妨
害
に
よ
っ
て
蒙
つ

た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

。
特
別
損
害
の
存
在

}
般
市
民
の
損
害
と
は
程
度

原
告
の
損
害
は

と
い
う
よ
り
種
類
の
点
で
異
な
る
べ
き
だ
と
す
る
要
件
に
つ
い
て
は
、

(
M
W
)
 

に
合
意
が
存
す
る
ο

私
的
ニ
ュ

1
サ
ン
ス

qHTSm
ロ
巳
窓
口

8
)

私
的
ニ
ュ

1
サ
ン
ス
は
一
般
に
「
土
地
を
私
的
に
利
用
・
享
有
す
る
他
人

(
H
U
)
 

の
利
益
に
対
す
る
実
質
的
か
つ
不
合
理
な
妨
害
」
を
い
う
。
そ
の
成
立
要
件

(
位
〉

片
付
保
護
に
値
す
る
財
産
権

判
実
質
的
な
妨
害

伺
不
合
理
な
妨
害
、
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で
あ
る
。

以
上
が

一ュ

l
サ
ン
ス
型
一
の
成
立
要
件
で
あ
る
。

(1) 

(

1

)

以
下
の
叙
述
は
、
主
と
し
て
、
望
月
礼
二
郎
「
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の

構
造
ハ
円
同
」
(
『
法
学
』
ご
一
六
巻
四
号
、
三
七
巻
二
号
・
一
九
七
三
〉
に

依
拠
し
た
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
望
月
付
伺
と
し
て
引
用
す
る
。

〈
2
〉
望
月
付
四
二
二
頁
、
望
月
『
英
米
法
』
〈
青
林
書
院
新
社
・
一
九

八
一
)
一
四
九
頁
。

〔

3
〉
望
月
ハ
円
四
一
一
一
一
|
四
一
一
一
一
一
一
員
、
匂

-
V
E
g
-
r
s仏
C
・
。
・
出
血
N
R
P

』
円

-
-
c
i
-
P
O
R
E
R
N
E
P
E
r
-
回

8
4司ロ・

H
U
4
3
g
-
ぎ
-

f
p
g
c
F
V
2
0問
、
円
。
話
、
島
、
(
者
向
丘
、
同
由

gzω
・

(
4
〉
望
月
ハ
円
四
二
九
i
四
三

O
頁
。
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
「
注
意
義

務
」
の
イ
ジ
ュ
ー
は
法
的
義
務
の
み
を
含
む
も
の
で
あ
っ
て
、
被
害
の

予
見
可
能
性
の
問
題
は
一
部
が
「
注
意
義
務
違
反
」
の
問
題
と
し
て
‘

他
の
部
分
は
「
法
的
因
果
関
係
」
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
す
る
立

場
が
多
数
説
(
た
と
え
ば
の

5
8・
句

g
a目
。
で
あ
る
。
し
か
し
、

民
俗
号
R
E
L
』白
5
2
は
注
意
義
務
に
イ
ギ
リ
ス
法
が
認
め
る
よ
う
な

こ
側
面
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
望
月
前
掲
書
一
五

O
頁
注
。

(

5

)

望
月
付
四
一
二

O
頁
、
望
月
前
掲
書
一
五
一

l
一
五
三
頁
。

(

6

)

望
月
付
四
三

O
l四
三
-
頁
、
望
月
前
掲
書
一
五
三
|
一
五
回

頁
。
「
義
務
情
況
」
の
問
題
の
独
自
性
を
指
摘
し
た
先
駆
者
は
の
お
宮

で
あ
る
。
。

5
2
が
そ
の
初
期
の
論
文
「
ロ
ロ

q
】

vg豆
町
田
町
ロ

za-r

ニューヨーク州における不作為賠償責任

開
。
ロ
ロ
。
。
訟

g
」
M
∞
。
。

-Eg-F・河
2
・
E
E
(芯
M

3

・
M
由
。
D
E
B
-

H
E
H
N
2・
M
M
印〈
H
S
S
に
お
い
て
「
義
務
問
題

2
5司
有
o
Z
O
B〉」

と
し
て
論
じ
た
こ
と
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
冨
CHFgロ
に
よ
っ
て
「
義
務

情
況

(
E
q
m
F
g
m
Eロ
ど
と
し
て
発
展
さ
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
む
い
E

が
そ
の
線
に
そ
っ
て
「
義
務
情
況
」
を
構
成
す
る
諸
要
因
を
整
理
し

た
。
望
月
付
四
四
一
頁
注
〈
1
〉
。
な
お
、
の
お

g
の
不
法
行
為
理

論
に
つ
い
て
は
、
林
田
清
明
「
相
当
因
果
関
係
概
念
の
理
論
的
根
拠
」

(
『
九
大
法
学
』
三
六
号
・
-
九
七
八
〉
五
頁
、
林
田
「
グ
リ
ー
ン
の
保

護
目
的
・
保
護
範
囲
論
」
(
『
九
大
法
学
』
一
二
九
号
・
一
九
七
九
)
八
九

頁
に
詳
し
い
。

(

7

)

望
月
付
四
三
四
頁
、
望
月
前
掲
書
一
五
四

l
一
六

O
頁。

の
お
自
の
保
護
範
囲
に
つ
い
て
、
林
田
前
掲
論
文
「
相
当
因
果
関
係

概
念
の
理
論
的
根
拠
」
五

O
頁
参
照
。

(

8

)

望
月
付
四
=
一
七
頁
、
望
月
前
掲
書
一
五
八
頁
。
わ
が
国
同
様

通
説
で
あ
る
。
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
三
一
四
条
、
三
一
五
条
参
照
。

(

9

)

望
月
ハ
円
四
三
七
頁
、
望
月
前
掲
書
-
五
八
頁
。

(
叩
)
望
月
口
二
二
五
頁
。

(
日
〉
望
月
付
四
四
五
頁
。

(
立
)
望
月
。
二
二
五
頁
。

(
臼
)
望
月
白
二
二
八
頁
。

(
日
〉
望
月
り
二
二
八
!
二
二
九
頁
。

(
日
)
望
月
白
二
三
五
頁
、
望
月
前
掲
書
一
六
一
ニ

l
一
六
六
頁
、
藤

倉
陪
一
郎
「
過
失
に
よ
る
不
法
行
為
」
(
『
英
米
判
例
百
選

E
』
・
一
九
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七
八
)
一
五
頁
。
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
二
九
一
条
。

(

d

m

〉
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
二
九
三
条
、
藤
倉
前
掲
判
例
解
説

頁。

(
臼
〉
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
二
九
二
条
、
藤
倉
前
掲
判
例
解
説

頁。

(
叩
川
)
阿
川
円

D
g巾
M
J
C同

y
i
f
H
A
F
ω
・

(
悶
)
望
月
同
二
四
三
頁
。

(
却
〉
加
藤
一
郎
「
不
法
行
為
に
お
け
る
過
失
と
因
果
関
係
」
(
『
英
米
判
例

百
選
E
』
・
一
九
七
八
〉
二
九
真
。

(
幻
)
松
浦
以
津
子
「
不
法
行
為
法
に
お
け
る
『
予
見
可
能
性
』
」
(
『
私
法
』

四
二
号
・
一
九
八

O
)
一
五

O
頁
。
た
だ
し
、
ポ
ル
ズ
グ
ラ
フ
事
件
判

決
が
予
見
可
能
性
説
を
採
用
し
た
も
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ

り
、
採
用
し
た
と
す
る
理
解
(
の
S
L
r
R
C
と
し
な
い
と
す
る
理
解

(の
5
2
)
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
松
浦
前
掲
論
文
参
照
。
加
藤

前
掲
判
例
解
説
は
、
直
接
結
果
説
の
立
場
を
採
用
す
る
。

〔

mu
望
月
ハ
円
四
四

O
頁。

〈幻
)

N

∞
(UDEg-
円、.問。〈・
H
O
H
K
F

〈制〉

N
u
n
c
-
E
H
H
H
・
F
-
H山町〈・
M
印印・

(
お
)
印
N
F向-
n
r
-
F・同
N
Z
H
-
H
印・

(
叩
山

)
ω
白
寸

m
H
-
F
河
内
4q
・印∞
A
F

印由
0
・

(
幻
)
晶
、
悼
の
D
吋
ロ
丘
一
戸
・
岡
山
ぬ
ぐ
-hFD-

(お〉

E
Z
O
F
F
-
河

2
・
ω
2・

(却
)

2

7
向
邑
・
戸

-
m
2・印
N
∞・

五

(
叩
剖

)

A

S

J

円丘四

F
・し「・∞∞由・

(
幻
)
印
M
N

《

U
o
-
z
g
-
H
E
M
N
m〈
・
白
川
口

(
担

)hH由
。
c
Z
S
F
H
N
O〈同坦凸・

(
出
)
印
∞

J
E
]巾
「
』
-
H
N
4日
本
稿
は
、
作
為
義
務
が
発
生
す
る
場
合
の

統
一
一
原
理
を
発
見
す
る
目
的
で
霊
園
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
利
益

原
理
守
自
民
再
背
広
口
回
世
F
〉
で
あ
る
と
す
る
け
れ
ど
も
、
「
狭
す
ぎ

る
」
と
す
る
批
判
が
あ
る
。
司

-
Y
E
a・

r・-「
ω
g官
。
同
ロ
ロ

q
z

z巾
m
z
m
g
n巾
の
g
g」
ミ

Z
当

C
・問、
.
H
N
U
Y

寸∞温∞
O
印
唱
口
同
品
申

0
8
6・

(
M
A
)

太
田
幸
夫
「
生
活
妨
害
(
ニ
ュ

l
サ
ン
ス
)
の
法
理
」
(
『
英
米
判
例

百
選
E
』
・
一
九
七
八
)
三
六
頁
。

(
お
)
太
田
前
掲
判
例
解
説
三
六
頁
。

(
話
)
太
田
前
掲
判
例
解
説
コ
一
六
頁
。

(
M
M
)

同

ι
S
E
q
-
F
g
c
h
吋
C
H
g
-

主
-
a
-
S
4
(
巧
S
F
H
S
H
〉・

(

m
品
)

H

r

広・

(却
)
H
E
L
・印∞
Ha

(
川
叩

)
H
E
L
・印∞口可、

(

4

U

太
田
前
掲
判
例
解
説
三
六
頁
。

(
州
出

)
H
M】
δ
回国巾
H
J
C日
y
n
-
了
印
由
ω・
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Governmental Tort Liability for Nonfeasance 

in New York (1) 

Akira FUKusm* 

ln trod uction 

1. Development of governmental tort liability in New York 

11. Tort cause of action for nonfeasance 

III. Classification of the cases bearing upon governmental tort liabil-

ity for nonfeasance 

Conclusion 

ネ * ネ ネ

The focus of this study is the question of whether a govern-

mental unit should be liable for not taking affirmative action that 

would have helped the plaintiff. 

This note aims at classifying the cases bearing upon liability for 

nonfeasance according to the cause of liability and presenting the 

following conclusion : in New York， governmental tort liability is not 

granted except for the case of Special Relations， the case of 

Assumption of Duty， the case of Statute or Municipal Charter， and 

the case of Prior Dangerous Conduct. 

In Chapter 1， the development of governmental tort liability 

is divided into three periods to explain that the classification of the 

cases should be made after Runkel v. City of New York (1953). 

ln Chapter II， the position of“act and omission" in Tort Law 

and the policy elements which the court takes into consideration are 

discussed to analyze“duty situation". 

* Assistant. Facu!ty of Law， Hokkaido University. 
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